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第６回エネルギー・運輸 WG 議事概要 

 

１.日時：平成１７年３月１４日（月）１０：００－１２：３０ 

２.場所：永田町合同庁舎１F 第１会議室 

３.議題：国土交通省との意見交換 

     ①自動車検査制度等の抜本的見直しについて 

４.出席者： 

    【国土交通省】 

     自動車交通局 局長 金澤 悟、   技術安全部長 久米 正一 

            総務課長 中田 徹、 技術安全部整備課長 内藤 政彦 

 

    【委員】 

     鈴木主査、草刈委員、黒川委員、矢崎委員、大橋専門委員、福井専門委員 

 

 

○鈴木主査  それでは、これからエネルギー・運輸ワーキンググループを開催いたします。

今日は自動車検査制度等の抜本的見直しについて、国土交通省の金澤局長にお越しいただ

き、またマスコミの方々にも公開して意見交換をさせていただきます。 

  国土交通省の方々におかれましては、御多忙のところ御足労いただきありがとうござい

ました。 

  それでは、今日の進め方ですが、既に国土交通省には質問事項及び本日配布の論点メモ

を事前にお渡ししてありますので、この論点に基づき回答をいただきながら意見交換をさ

せていただきたいと思います。論点が十幾つに及んでおりますので、時間的にはかなり制

約されます。お互い答える側も質問する側もごく簡潔に、しかも技術的内容を含む問題が

ありますから、易しく分かりやすく説明する、そして時間を守っていただく、この２点に

ついて御留意いただけたらと思います。 

  それでは、まず論点について説明させていただきます。 

  まず、１点目と致しましては、車検の延長について議論された「自動車の点検整備に関

する基礎調査検討会」の委員構成で、自家用車のユーザーの意見が十分に反映されている

のであろうかという点、それから同様に、車検延長の可否の判断に、自動車ユーザーの意

見が反映される仕組みになっているのかという点、３点目に情報開示が十分であったのか、

我々もワーキンググループを通じていろいろな資料とデータの要求をさせていただいたの

ですけれども、本来こうした重要な決定をする際の検討プロセスのデータは、これは開示

すべきではないかという問題であります。４点目としては過去のデータを用いるなど比較

検証が行われているのか。こういう点で質問表、Ａ３の紙でお配りしてございますので、

これに関しましては、ただいまから 10 分程度で議論をしたいと思いますので、３分ないし
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５分程度で御説明いただきたいと思います。  よろしくお願いします。 

○金澤自動車交通局長  今、主査が言われたのは、この論点一つ一つやってまいりますか。

○鈴木主査  はい。それについてのお答えを下さいということであります。 

○金澤自動車交通局長  それでは冒頭私の方から今般の会議に関して御説明させていただ

いてからそれに入ってよろしいですか。 

○鈴木主査  一般論につきましてはもう既に第１回をやっておりますから、それから記者

の皆様にもこのペーパーをお配りしておりますから、だから、このペーパーに基づいて、

この質問事項に対する回答をお願いします。 

○金澤自動車交通局長  これまで御説明していないことの補足はさせていただいてよろし

いですか。 

○鈴木主査  簡潔にお願いします。 

○金澤自動車交通局長  それでは、本日は、規制改革・民間開放推進会議のエネルギー・

運輸ワーキンググループのヒアリングにお招きいただきましてありがとうございます。大

変国民的に大きな関心を呼んでいる課題でございますので、本日は是非公開でやらせてい

ただきたいとお願いしたところ、これは会場の関係でしょうか、一部入れない方もおられ

たのは残念でありますが、私どもとしては、国民皆様に本日御出席のマスコミの方々を通

じて、是非この会議の検討について知っていただきたいという強い気持ちを持って今日臨

んでおりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  まず、私はヒアリング資料を整えてまいりましたが、これは従来、今、主査が言われた

ようにこれまで御説明している点について、あえて繰り返しません。ただ、本日初めてこ

の会議の模様をお聞きになる方も非常にたくさんおられますので、改めてちょっと私の方

から御説明したい点は、まず１ページにございます車検制度はどういう制度かということ

の意義がなかなか御理解いただけない方が多いのでございます。 

  一言で言って、ここにありますように、車は機械でございまして、適切なメンテナンス

が必要でございます。そういうことをできるだけ安いコストと低廉に簡単にということで、

車の制度の構築を私ども常に図っておりまして、このワーキンググループにおいて議論し

ていただく車検期間の延長の問題もそのスコープの１つでございまして、8,000 万台に及

ぶわが国の車が、環境面でも安全面でも一層この 21 世紀という新しい世紀においては、社

会と調和をした形で使っていただかなければいけないということが、その大前提でござい

ます。 

  最近、車検にいろいろな荷物が増えてきたという言い方を私はするのですが、これまで

はどちらかと言うと車の安全基準、環境基準の適合性をチェックするということに主眼が

あったわけですが、その際に、実は最近極めて増加傾向にありますリコールの未対策車の

チェック、あるいはユーザーの方の点検整備、これは鈴木主査を初め大変皆様の御支援を

いただいて整備点検運動をずっとやっているのですが、なかなか上がってまいりません。

相変わらず４割程度という、そのメンテナンスの責任を負う個人ユーザーの保守管理責任
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をこうした車検の際に改めて認識していただくという点が重要な点でございますが、それ

に加えて、これはよく車検と間違われるのですが、車の走るコスト、これは税であるとか

保険、自賠ですね、任意は違いますが、こうしたものを支払われているかということのチ

ェックを従来もしておりました。これからは環境負荷で新しくリサイクルということが始

まりまして、リサイクルの料金が支払われているかという確認、更には駐車違反の反則金、

これは最近都内渋滞の原因になっております反則金の支払いの確認を車検の際に行うとい

うことで、これは人間ドックのようなものであるというふうに考えております。車検は適

切なメンテナンスをユーザーの責任で行ってチェックをしていただくという形でございま

す。 

○鈴木主査  局長、恐縮でございますが、一般論につきましては、我々は十分承知してお

ります。記者の方々も十分お分かりのことだと思います。端的に質問に対して答えてくだ

さい。 

○金澤自動車交通局長  分かりました。主査の御指摘がございましたので、３ページに前

回、外国の例に前回外国の例について御説明したところ、いろいろと御質問があったもの

ですからまとめてまいりました。ＥＵ諸国はＥＵ指令というものが 96 年に出まして、 

○鈴木主査  何ページですか。 

○金澤自動車交通局長  ３ページをご覧くださいませ。 

○鈴木主査  いや、今、聞いておりますのは、私どものペーパーの１検討会の進め方、こ

れの１番、２番、この問題についてお伺いしているわけです。 

○金澤自動車交通局長  それに関連しておりますので、こちらの資料に基づいて説明した

後、そちらに入りたいと思います。 

○鈴木主査  それはまた後にお伺いしますから、その時にしませんと、重複する議論にな

ると思います。ですから、これは貴省のペーパーですか。 

○内藤技術安全部整備課長  そうです。 

○鈴木主査  これに１、２と書いてありますから、これに関連してお答えいただけばよい

かと思います。 

○金澤自動車交通局長  では、主査の議事進行の御指示にしたがって、そのような形で進

めます。 

  それでは、私どもの方で先日、規制改革会議からいただいた論点について回答の要旨を

まとめたものを横紙にしたものがございますので、今、主査の言われる御指示にしたがっ

てお答えを申し上げます。 

  まず、検討会の進め方の課題について左側の上にございますように、ユーザーの意見が

十分に反映されている委員構成か、あるいは特に自動車ユーザー、乗用車の自家用車のユ

ーザーである国民の意見が広く反映されているかという御指摘でございますが、私どもと

いたしましては、この右側にございますように、３名の学識経験者、５名のユーザー代表、

３名の自動車産業関係者、そして検査実施機関の２名、計 13 名の委員で検討してまいりま
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した。この 13 名のうち、ですから５名がユーザーの代表というふうに類別されております

が、いわゆるマイカーのユーザー代表としては、私どもとしては、最大の現在マイカーユ

ーザーでありますＪＡＦの専門の方に委員にお入りいただきました。 

  また、このほかに当会議も、そして私どももそうでございますが、多くの国民が今、免

許証そして自家用車を持っております。したがって、マイカーユーザーとしてのお立場も

こうした学識経験者あるいは代表の皆様は十分に踏まえた御議論をいただいたものという

ように私ども考えておりまして、この点は十分に反映されているものというふうに考えて

おります。 

  それから２番目の、特にマイカーユーザーの国民の声がどうなのかということでござい

まして、これは先般も御説明いたしましたとおり、２月４日に公開の下で多くの国民の方

の御臨席の下にフォーラムをさせていただきました。このときには貴会議の御出席もお願

いしたのですが、結果的にここにおられるメンバーには出席いただけず、ミリントンさん

という方でございますが、主査も御存じの方だそうでございますが、出席をしていただき

ました。そうした場を通じ、またその後のインターネット等における御意見を拝聴いたし

ましても、私どもといたしましては、現在の日本の車検期間について大きな課題はないと

いうふうな反応をいただいたところでございます。  また、この下の４のところにござい

ますが、ユーザー以外の方の御意見、すなわちマイカーユーザーはマイカーのことをよく

御存じですが、それ以外の方が国民に多くおられます。そういった方々の御意見も十分に

聞いたらどうかということもございまして、昨年の８月に追加アンケートをやった結果が

左側に記してございます。その結果、私どもの想定しました通りなのですが、通常車を運

転しておられる方以外の方の方が車検というものに対して厳しく見ておられる。より厳し

い車検期間を希望しておられるという傾向があるというふうに私どもとしてはとらまえて

おります。１、２については以上でございます。 

○鈴木主査  ありがとうございました。それでは質問・議論等がございましたら、どうぞ。

簡潔にお願いします。はい、どうぞ。 

○大橋専門委員  若干この設問とは別の観点から御質問させていただきたいと思っていま

すが、この基礎調査検討会というのはいわばこの性格というのが私的懇談会に相当するも

のだと思っておりますが、御案内のとおり、私的懇談会というのは平成 11 年の４月に政府

は閣議決定しております。その閣議決定によれば、こういう私的懇談会というのは、もと

もとはいろいろな人の意見を聞く場だと、何か結論的なものを出してはいけないという意

味合いのことが書いてあるわけですね。 

  それから、同時に、そちらの方のプレスリリースを見ますと、この基礎調査検討会とい

うのを設置しましたと。この閣議決定による基本方針を見ますと、設置するなどというよ

うな言葉はその要領などでは使ってはいけませんと書いてあります。そういう何と言いま

すか、ある意味では政府が決めた閣議決定の方針にそぐわない検討の場においてまとめら

れた調査結果というのが、どの程度信頼性があり得るのか、非常に疑問がある。手続論で
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すけれども。そういうことが１つ。 

  それから、もう一つ、メンバーの選定についても、そちらの方のこの調査検討委員会と

いうものの目的というものを見ますと、こう書いてあるのですね。要するに車検制度ある

いは点検整備制度の在り方を検討するための基礎的な資料を収集して分析するということ、

それが目的だと書いてあるわけですね。そういう目的であるならば、まさに資料の分析あ

るいは収集というのが専門的・技術的あるいはフェアな立場で行われるためには、このメ

ンバーの中の、例えば、検査実施機関みたい人をなぜ入れているのか。極端に言えば、公

正な調査結果を得るためには、学識経験者、この人たちのみに頼むと言う在り方であるべ

きではないのかと。それを何かある意味では利害関係の人を入れることによって、調査の

中立性、フェア性あるいは専門技術性というものがどこまで確保されているか非常に疑問

に思うのです。 

  そういう点で、私はこの調査検討委員会の結果というものについて、信頼性を非常に欠

くのではないかというふうに思っております。 

○鈴木主査  これは議論になりますから、何か一言でおっしゃることがあったらお願いし

ます。 

○金澤自動車交通局長  今の大橋委員の御意見でございますが、中立性を疑うということ、

手続論的におかしいということ、私どもとしては１番目の手続的な問題としては、この問

題は多くの国民の関係者が大変大きな関心を持つ事項でございますので、私どもは勿論行

政機関が内部の検討を進め、それで政府内の調整をして法律を政府提案なり、これは議員

提案になる場合もありますが、国会で審議していただくというのが普通のプロセスでござ

いますが、その過程で、議論の過程を見ていただくためにこうした場を設けたものでござ

います。 

  したがって、一昨年の 10 月に設けたときに、このメンバーのままなんですが、これは２

番目の御指摘である検査実施機関を入れるのはどうかという大橋委員の御指摘については、

私どもとしては検査の実態の現場の問題も合わせて御指摘いただいた方が、車検の総合的

な期間の延長にかかわるさまざまな付随した問題について、よりよい議論が得られるだろ

うと思ってメンバーに入っていただきましたが、経過の過程では、議論のリーダーシップ

を取るというような形ではなくて、主に情報提供側に回って御意見をいただいているとい

うことでございます。 

  もし、公正について非常に問題があるというふうに、この規制改革会議の方であるいは

大橋委員が御指摘でございましたならば、当初の段階からこうした方をより加えた方がい

いのではないかとかいう建設的な御意見をいただいておれば、私どもその段階で十分に検

討する用意がございました。ですから、私どもとしては、こうした規制改革会議の皆様に

もいちいち議論しておりますから、会議の皆様からの御指摘もいただいてフィードバック

できると思ってあえて私どもとしては御意見もなかったものですから、こういう構成でや

らせていただいたものでございまして、この点については、今の大橋委員の御指摘にはち
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ょっと私としては同意しかねるところでございます。 

○大橋専門委員  局長がそうおっしゃるのでしたら、あれですね、まさにこういう場より

は前の 1995 年の延長のときに、最終的には運輸技術審議会という正規の審議会の場を使っ

て、その政策の方向を決定したわけです。なぜ、今回はこういう場よりも正規の場を使わ

なかったのかどうかということが問われると思うのです。 

○金澤自動車交通局長  前回もこうした基礎調査検討会をつくり、そこの場の検討を経て、

その後、当時は運輸技術審議会というふうに呼んでおりましたけれども、審議会にかけて

おります。私ども、本件については現段階でこれを国土交通審議会にかけるというふうに

意思決定しておりませんが、基本的にこの規制改革会議の御議論で十分に議論が反映され

ておれば、この内容について、そうした手続を踏む必要があるかどうかについては今後検

討したいと思っておりますが、大橋委員が言われたように、こうした基礎調査のための検

討会はその当時も設けたものでございます。 

○鈴木主査  この第一の検討の進め方の課題の中の３ですね。「検討会のデータ開示が不

十分」。この点について先ほど申し上げましたけれども、下に書いてありますのは、初期

の御省からの説明では我々に開示されていなかったデータで、その後、我々が求める事に

よって開示されたデータですけれども、これに関連して、当方から質問したいと思います。

特に自家用乗用車ほかの製品劣化曲線というものに対しては疑問を持ち、先の質問でも当

方の見解を述べさせていただきましたが、先週の金曜日でしたか、新たなデータをいただ

いたという事ですので、これに関して、土日を掛けて一応チェックをいたしましたが、事

務室の田中室長から御説明ください。 

○田中室長  お手元に２つ資料がございまして、１つは既に施行してございます走行劣

化・経年劣化試算の検証についてというものでございまして、これについてはただいま国

土交通省側からそれについての指摘点もいただいてございますが、それはちょっと後回し

にさせていただきまして、もう一つ、先週金曜日３月 11 日の夕刻に、不具合発生率と整備

不良事故発生率、要するに、不具合率が何％ポイント増えたらば、整備事故の発生件数が

どれだけ増えるかという相関式についてのバックデータをいただきました。その資料の一

番最後のページ、別紙として提供されたものでございます。それに基づきまして、同様の

回帰分析を行った結果について御報告をさせていただきます。 

  回帰分析の結果は３ページの表１にございますように、車種６種類、２輪車については

データの提供がございませんでしたが、そのうち、統計的に係数β、つまり回帰係数βが

有意であったものは自家用乗用車及び８トン以上の自家用貨物車、８トン以上の事業用貨

物車でありました。統計式全体についてのＦ－検定によりますと、８トン以上の自家用貨

物車も有意ではございませんでした。なお、事業用自動車それから８トン以上自家用車、

乗合自動車については既に２月 17 日付でいただいた回答の推計式とは違う結果になりま

した。 

  それから、前回の議論のときに、車齢１年のデータは大きく外れているため、外れ値で
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はないかという議論がございましたが、４ページ目に２つ例を挙げておりますが、確かに

自家用乗用車及び８トン以上の事業車で１年車齢の事故発生件数は他年と大きく外れたも

のになっている。こうした外れ値がありますと回帰係数の安定性に問題があるということ

で、外れ値を外したデータで推計をいたしましたのが、３ページの表２というものでござ

いますが、こういたしますと、統計的な決定係数が自家用自動車を除きほぼ０に近いとい

うことで何の説得力もないという結論になります。 

  自家用乗用車についてはむしろ説得力が高まりますが、１ページの紙、一番下にござい

ますように、回帰係数は１年車齢を入れた場合の 2.43 から 1.37 へとほぼ半減をいたまし

て、つまり不具合率の上昇による事故発生件数の増加は、国土交通省推計のほぼ半分にな

るということであります。車齢１年を入れるかどうかということは問題になる点でござい

ますが、入れますと、要するに、こういう外れ値があって推計いたしますと、標準誤差が

非常に大きくなりますので、推計値の信頼性が非常に劣ります。 

  その点を確認するために２ページに文章で書きましたが、結果としては後から２枚目に

ありますように、95％信頼区間でどれだけ予測値の信頼期間はどれほどかというと、非常

に大きなものとなりまして、マイナスの領域を含むようなものにもなり、推計の信頼性と

いうのは非常に低いということが結論されるというふうに思います。 

  それから、既に時間の省略のために走行劣化、経年劣化についての当方の試算について

の指摘をいただいておりますので、それについても１つコメントをさせていただきます。 

 国土交通省の詳細な推計方法がわかりませんので、そうした視点の推計をしたわけですけ

れども、３ページに上の方に走行劣化に関しては車齢３年３万キロ、それから車齢３年４

万キロを比較したというのでございますが、現データは個票データですので、３万キロ、

４万キロというのがどういうレンジのデータを集計したものであるかというものをお示し

いただかないと検証ができなかったものですから、これを行いました。 

  多分御指摘１の２．のところは回帰分析というのに対する基本的な誤解ではないかと思

われるんですが、回帰係数というものは、回帰係数における走行距離の係数というのは車

齢の影響を除いたもの、これと独立な影響だと考えられますので、そこのところは著しい

誤解ではないかと思います。いずれにしましても、それをチェックするために実は車齢３

年だけのデータを用いまして、同様の推計も御提示はしていませんけれども行っておりま

すが、その際の回帰係数は約６％ポイントということで御提示いただきました 10％ポイン

トよりはかなり小さいものになってございます。 

  また、もう一つの点は３枚目にありますように、走行劣化と経年劣化を足し上げている

ということは、これらの効果が線形であるということを前提としておりますが、その点を

チェックするために私どもの推計といたしましては、線型ではない、対数線型の形にした

ものと比較してどちらの方が説得力が高いかというチェックをしたわけでございますが、

対数線型にした方が高かったということで、完全に線型と言えるかどうかということにつ

いては若干の留保があるのではないか。御指摘による点は、これは考え方の問題でござい
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まして、体系的に安定した関係があるのか、今検証している範囲で考えるべきかという点

では、これは価値判断の問題であると考えます。 

  以上でございます。 

○鈴木主査  これについて何か補足して御意見ございますか。黒川委員。 

○黒川委員  もともとデータが実際に不具合率と事故の関係、それから不具合率と車齢の

関係、一体どれが事故につながっているのかということに関して、正確に理解することが

我々はとても難しくて、今までの御説明をいただいて、データもいただいていてなかなか

理解ができていませんでした。概ね何となくそうかもしれないという雰囲気のデータはい

ただいていたのですけれども、実際に計算してみないと。私の研究室にデータをファイル

でいただいたのは先週の水曜日なので、まだ今、研究室以外にもほかの大学の研究室にも

一遍にデジタルデータを全部お渡しして、いろんな形で検討してみましょうと。一番いい

方法はどれになるのだろうかということを考えてみましょうというふうに思っています。 

  ただ、とりあえず、ここの３年・４年・５年、それから７年・９年・11 年というデータ

で不具合率と、それから事故の発生の関係についての計算を考えるときには、前回に説明

していただいたデータは余りにも何というか、シンプルで、それが現実に私たちの実感と

いうのと合っているかどうかというと、それは少し、車はどんどん品質は伸びているんだ

し、前回申し上げたように外国と比べたら日本の車というのはそんなに走らない。平均す

ると走行距離も少ないわけだし、そういうときによその国と比較してみて、一体今、私た

ちがこの制度をこのまま維持しなければいけない理由はどういうものなのかということを

考えたときに示されてきたデータが、今、田中さんが説明されたように、統計的に考える

と、確実にこうですよと言える環境の中にないということは確かです。 

  ものすごくシンプルに説明する例としてはいいのかもしれませんけれども、一番の問題

点というのはデータの集め方というか、その問題にあるのではないかと思うので、できた

ら、今回のデータというか、いただいたデジタルデータは多分いろんな大学の研究者にあ

っという間に流れると思いますので、いろんな方が分析をするということで、新しい考え

方というのが出てくる。これはもともとこうあるべきだったのではないか、一番いい方法

はどうなのかと、皆で議論ができていて、そういうので論文が出てくるぐらいになってい

ていいのではないかという感じがしますけれども、そのことでもあれ、今、田中さんが説

明されたことというのはほぼ 100 ％、数字の上では当たっています。だから、検証として、

制度として、何と言うか、そちらの役所の側で認識されていることが、正確に私たちは納

得できるという状況にあるとはとても思えない環境にあるのではないかというふうに思い

ます。 

○鈴木主査  自家用車の 10.6 ポイントというもの以外は無意味であり、そして自家用車の

10.6 ポイントも半分程度だという事になると、これは大変な前提の違いということになる

と思いますけれども、この点についてはどうしましょう。ここで学問論争をやってもいう

感じはいたしますけれども。 
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○金澤自動車交通局長  今、事務局の田中さんの方から説明のあった点は恐らく周りの方

はわからないと思うんですね。端的に田中さんが言われたのは不具合による事故発生率が

高めに出ているのではないかという御疑問ですね、一言で言えば。 

○田中室長  いや、２番目の話は高めに出ているだけではなくて、そもそもの推計、有意

な関係がないという車種がほとんどであるということです。不具合率が高いほど事故発生

率が高いという明確な統計的な関係が見出だせないということです。 

○金澤自動車交通局長  今の御指摘であれば大変大事な御指摘ですから、私どもも精緻な

議論を持って反論させていただきますが、基本的にこれは過去もそうでしたし、現在もそ

うですが、今、黒川委員がお話しになったように全体的な推計としては車齢が古くなるに

従って不具合は増えておりますが、車齢の不具合の増加によって交通事故の発生が増えて

いるということは国際的にも、私どもはこれまでそのような考え方で議論がされてきたと

思います。ですけれども、今おっしゃったように 70 万台のデータが今なかったじゃないか。

実は御要求いただければお出ししたわけですが、細かく言うデータについて解析したいか

らという話は最近あったものですから、お出しをしたわけで、私ども個別のこういう数字

的なものに関する御質問には誠実にお答えしてきております。決して隠すとかそういうこ

とはしておりません。 

  ですから、その回帰分析の仕方についても、第１年目は外すかどうかという問題につい

ても御議論していきたいと思います。私どもは１年・２年と年ごとに取っております関係

で、大きなデータとしてある特定の年を外すのはどうかと思いますが、御議論あるかと思

いますから、今回の御質問に対して私ども細かく今、説明の反論ペーパーをつくりました

が、恐らく聞いておられる方がわかりにくいとすれば、この御説明をさせていただくか、

それともそれは後回しにしてまた事務的にやるか、御判断いただければ、一応ペーパーを

用意してまいりましたので、どういたしましょうか。 

○鈴木主査  結論だけおっしゃっていただいても結構、ここは細かい議論をし始めても大

変ですから。 

○金澤自動車交通局長  そうですね。わかりました。 

○黒川委員  ただ、いずれにしても、この議論というのはたかだか８年分とかのデータし

かなくて、精緻にやろうとすると、つまり関係を見ようとするとさまざまな変数を入れな

い説明ができないから、自由度がまるでないんですよね、最初の段階でね。だから、もと

もと検証するような環境の中にないので、傾向しかわかっていないわけです。その傾向も

１年分だけ入っただけであんなに変わってしまうのだから、それは変ではないかというの

が私たちの言い分であって、このやり方で調べるのが本当にいいかどうかとこと自体も、

本当にこれで説明できているのか、できていないということを要求、検証すれば幾らでも

言えるというぐらいの問題なんだけれども、どうしても何と言うか、ある傾向にあるとい

うことを見せようと思われたということは私らも理解できるのです。それが、だけど普通

統計的に有意だという範囲かというと全然違いますということだけが、とにかく田中さん
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は言いたかったということだと思います。 

  我々だって週末に出てこられて、それに対応して計算をしているわけで、すごいバタバ

タしてしまっているわけですよ。本気になって計算させてくださいというのが本当の言い

分で、それから 70 万件のデータがあって、そしてそれぞれがどういう形になっているかと

いうことと、それから不具合の意味と事故の意味とか、それからそれぞれきちんと意味が

わからなければいけないときに、使われているデータそれ自体がこういうことを検証する

際に正しいのかどうかも、このデータを使ってこういう議論をしていいかどうかも自信を

持って言えないという感じになっています。ただ、傾向を見るということだけだったら、

これでいいのかという議論をここでしてもしようがないと思いますので、やり方について

は我々も真剣にやりますから、そちらも対応してほしい。 

○金澤自動車交通局長  その点はまったく異存ございません。私ども、黒川委員は先週末

に来たからというふうに言われるのですが、私どもとしては御要望があった段階でお出し

しておりますので、そういう意味では決して私どもが意図的に数字の公開を渋ったという

ことはございませんので、その点は主査も経緯をよく御存じだと思いますから、合わせて

私は周りにいる方々にも申し上げたいと思います。 

○鈴木主査  はい。ただ、そういう点について、我々は重大な御省の判断基準であったい

わゆる 10.6％という数字の根拠に対して現時点においては疑問が極めて強いということ、

それを申し上げておきたいと思います。 

○金澤自動車交通局長  黒川委員の御質問に関連して、私どもも今回取って来た１年半に

わたって取って来たやり方が現段階で、もれうちなくこれしかないんだというほどの確信

を持った手法ではありません。勿論、データの不具合の率は３年に来たときにしか計らな

いものですから、本当はそれぞれの車をつかまえて、そこの不具合率をそこで統計を取れ

るともっと滑らかな数字になる、それはカーブなのか直線なのかこれは議論もあるでしょ

う、データの数理によって違いますから。 

  ですから、それは黒川委員の言われるように、本来本当の科学的にこれを見るとなった

らもっと細かい方がいいに決まっているのですが、私どものこの国民に多くの方に協力を

いただきながらやるということであると、今の段階では車検の工場に入って来たとき、整

備工場に入ってきたときをつかまえてやるということのために、そういう意味では、カー

ブを描くのに十分でない部分があるのはそれはおっしゃるとおりであります。そうすると、

有意な点は数が限られますから、それを直線で結ぶのがいいか、曲線で結ぶのがいいか等々

の議論があると思います。あるいは１年目を有意と考えるかどうか。そこの辺の議論は主

査が今おっしゃっていただいたとおり、更に担当者のベースでも御議論させていただき、

それは必要に応じてまたまとめて公開していきながら議論していきたいというふうに思い

ます。 

○鈴木主査  それでは、ページをめくっていただいて２ページ目の論点に入りたいと思い

ます。先ほども局長がおっしゃいましたが、前回のエネルギー・運輸ワーキンググループ
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でも車検の有効期間については資料の上にあります７つの点について総合的に検討したと

の御説明があったわけですけれども、まず第１にありますように、事故の発生状況につい

て負傷者数・事故件数とも保有台数比で見れば必ずしも増加傾向と言えないのではないか

という点、それから車種別に設定された車検期間の延長をするのに交通事故を総数で示す

ことは適当なのかと、こういう問題について、まずお答えをいただきたいと思います。 

○金澤自動車交通局長  ただいまの点でございます。全体的に保有台数は現段階でも幸い

なことに我が国はまだ増加をしておりまして、１人の方が何台も持つという傾向もござい

ますし、多くの方が自動車を持てるようになったということもあって、大変これ自身は結

構なことなのですが、確かにその増加中の係数と比較するということになりますと、交通

事故総数は御指摘のとおり増加傾向というふうにならないのでございます。それはそのと

おりでございます。 

  しかし、ここにも引用いたしましたように、これは政府全体としては、内閣府も一緒と

思いますが、この現状については非常に厳しく認識しております。すなわち 120 万人の方

が年間に、約国民の１％にあたる方ですね、赤ちゃんも老人も入れて。その方々が自動車

事故によってけがをし、あるいは亡くなっているという事実がございまして、これを減少

させるために政府を挙げて対応すべきだということは、これは政府からいうとトップレベ

ルの方針でございまして、ここに引用したような施政方針演説もあるところでございます。 

  そのために何をするか。当然のことながら、車、人、道、こうした３要素にわたってそ

れぞれの対策を取っていくということになるわけでございまして、ですから、この御指摘

の件については保有台数比で見ればどうだと言われれば、それは御指摘のように増加傾向

は下がってまいります。しかし、私どもとしては全体の我が国の国民の交通事故死傷者数

の動向については非常に厳しい認識であるということでございますので、保有台数比のみ

で判断することはどうでしょうかというふうに私どもは思っております。 

  それから、２番目の事故総数を車種別にやる必要、しかも車検期間の延長に何でわざわ

ざということでありますが、私どもとしては、最初の前段の現状を申し上げた後に個別の

試算については、これは個別の車種別のデータでやっておりますから、全体のデータを最

初に言ったからといって、それだけで議論を終えようということではございませんので、

この点については御了解いただきたいと思います。 

○鈴木主査  その次の３番目の路上における不具合ですね。ＪＡＦ出動件数について、バ

ッテリーやタイヤのパンクが多いけれども、バッテリーについては、これはどういう事故

ですか。路上で起こったといっても、いわゆる路上、走行上の問題か、ここら辺も極めて

曖昧なので、質問をさせていただいておりますが、これについてはいかがですか。 

○金澤自動車交通局長  現在、ロードサービスについて私どもデータはＪＡＦさんしかい

ただけていないのです。その他の方々も最近多く参入しておられますが、なかなか民間の

事業でもあり、これまで御協力がいただけていないという状況でございます。これはこれ

から我々改善を努めていきたいと思っております。しかしながら、現在、ＪＡＦからいた
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だいておりますデータでは、今、この申し上げた部位別の故障数があるのですが、どこで

そういう故障が起ったかについてはデータで入っておりません。したがって、今後、そう

したことも私ども分析していきたいなと思っておりますが、現段階ではちょっと持ってい

ないということでございます。 

  それから、２番目の車種別の延長に総数をということについては先ほど２番で御説明し

たようなことでございますので、それだけで議論することではなく、個別の故障件数を車

種別に用いて試算を行っているということでございます。 

○鈴木主査  しかし、路上の問題につきましては、下の表でバッテリーが半分以上の割合

を占めていますね。だから、こういう資料自体をお使いになるのはいかがなものかと思い

ます。これは交通混雑の原因になったという社会的影響の説明として用いられているわけ

ですけれども、普通走っていてバッテリーが上がるなどということはあまり想定できない。

恐らく駐車場の中に入れておいて、電灯を消し忘れたのでバッテリーが上がったのでＪＡ

Ｆに頼んだというような、そういうケースがほとんどではなかろうかと思うのですが、こ

ういうものを交通混雑の中に入れて議論をなさるというのはかなりコンフュージングな事

にはならないのかというので、私はこういうデータをお付けになること自体が適当なのか、

あるいは混雑を立証するにはこれ以外はないのかという事をお伺いしたいわけです。 

○金澤自動車交通局長  混雑のデータを更に別のデータで把握できないかということにつ

いては私ども検討課題として次回もまた考えていかなければいけないと思います。 

  走行中のことは、最近電気容量が非常に増えた車両が多くなりまして、走行中に掛かり

にくくなるというようなことがございますから、必ず車庫で起こるということではないと

思いますが、今、主査がおっしゃったように一晩電気をつけっ放しにしたようなときでも

上がりますし、そういった場合にＪＡＦを呼ぶこともございますから、おっしゃるように

すべてが路上の故障だということを前提にして議論することではなくて、そのパーセント

で掛けて私ども算出しておりますけれども、そうした更なる精緻なデータの取り方につい

ては我々これからも謙虚に研究をしていきたいなと思っております。 

  現段階では、まだそういういいデータが見つかっておりませんので、もし規制改革・民

間開放推進会議の方で、こういうデータを使った方がいいのではないかというのがあれば

是非御教示いただきたい。 

○鈴木主査  それは貴省がお考えになって、納得的に説明されるべきことです。社会的不

具合があるがゆえに車検をしなくてはいけないというのが御省の主張でしょう。そうした

ら、その社会的不具合というのは、御省の方がこういう事柄で社会的不具合がある、人身

事故だ、それから交通混雑だ、環境だということを説明されるべきであって、我々の方に

教えを請う問題ではない。 

○金澤自動車交通局長  私どもは自分でそうしたことを研究するということを申し上げた

上で、更にいい知恵があればと申し上げただけで、ちょっと失礼かと思いましたが、であ

れば撤回いたしますが、私ども研究してまいります。 
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○鈴木主査  この点について、ほかの委員の方、御質問がありますか。 

○福井専門委員  補足的質問なのですが、このバッテリーとタイヤが当方の資料の図の７

で見ていただいてもわかるように圧倒的に多いわけですね。今、主査からもお話がありま

したように、バッテリーが上がって動けなくなることは、通常、路上、まさに走行路線で

起こることは実感としてほとんどないというのが大方の感覚だと思うわけです。 タイヤの

バーストにしても、勿論まれにはあります。走行中にバーストして事故の原因になるとい

うことはあるかもしれませんが、通常、皆さん経験されているのは、私自身もそうですが、

どこかで角や石に当てて、車庫に置いている間に朝もう一回翌日動かそうとしたらパンク

していたというようなケースが多い。だから、バッテリー・タイヤについていえば、直観

的にこれが入るというのは奇異だということに加え、データがないというお話でしたけれ

ども、それはそれこそＪＡＦとかで出動されたときの整備員が、実際に走行路線で発生し

て大変事故とか混雑の原因になり得るようなバッテリー・タイヤの事故であったのかどう

かを、サンプル的にせよ、500 とか 1,000 とか、インタビューされればすぐわかることだ

と思うのです。その結果に基づいて議論しないと、これが全部渋滞とか事故の原因になっ

ていたはずだという前提の試算はやはり非常に過剰な結果をもたらすと思います。 

○金澤自動車交通局長  私も、ロードサービスは車庫には余り呼ばないという感覚があり

ます。しかし、これはほかの車を呼んで、私自分でジャンプコードを自分でやってよくバ

ッテリーが上がったときにはそうするのですが、ほかの車で間に合わすことが多いです。

ロードサービスはどうもお金が掛かるという認識がありますから、会員であれば安いとい

うことがある。ですから、そこはおっしゃるとおり議論のあるところなので、ロードサー

ビスがどれぐらい路上に、今、主査が言われたように、自宅に行っているようなケースが

あるのかというのは、これからちょっと調べてまいります。おっしゃるとおり、調べる可

能性はあると思います。 

○福井専門委員  出先のレストランとか、量販店で車を止めている間というのもよくある

話ですので、それは別に交通安全とか関係ないわけですね、環境も。だから、そういうも

のを除いて、本当に事故や環境悪化の原因になるような出動かどうかはもう少し丁寧に調

べていただければ十分わかると思いますので、是非お願いしたいと思います。 

○金澤自動車交通局長  わかりました。 

○鈴木主査  それでは、次の問題に行きます。資料の３です。３のE、２月１日のエネル

ギー・運輸ワーキンググループでは自動車部品の耐久性について、部品メーカーの方から、

相当向上しているのではないのかという意見があって、それを部品メーカーから聞くとい

うことでしたが、これはお聞きになりましたか、その結果はどうでしたか。この点につい

て御説明いただきたいと思います。 

○金澤自動車交通局長  はい。今般、前回の議論のときに、本会議から自動車メーカーを

通じてのヒアリングが十分でないのではないかと、直接部品メーカーに意見を聞いてみた

らどうかという御示唆がございまして、私ども急遽、まず交換部品の寿命というのが検査
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の場合に重要になってまいりますので、それを中心に 18 の部品についてそれぞれのメイン

のメーカーを２～３社ずつヒアリングをいたしました。その結果が、説明資料の方に結果

を簡単にまとめてございます。先ほど主査が時間の関係で省略せよということなので御説

明しておりませんが、８ページから 10 ページがその内容でございます。その内容を見比べ

ながら説明を聞いていただきたいのですが、基本的には総じて言えば、部品の耐久性、交

換部品の耐久性については大きな変化はございませんでした。このメーカーのヒアリング

の結果でございます。 

  具体的には 18 部品のうち 14 部品は１社も耐久性の向上が図られていない。その残りの

２部品は１社のみ、２部品は２社ということでございまして、当会議で御指摘のあるよう

な部品メーカーの著しい向上ということではないというふうに考えました。 

  しかし、一方で、交換部品以外にさまざまな部品については、これは自動車メーカーか

らは大変厳しい要求が部品メーカーに出されておるところでございましては、これは主に

車の高性能化あるいは使用環境が非常にハード、シビアになっているということに対する

対応ということでございまして、私どもといたしまして、この 10 ページにございますよう

に、幾つかの部品メーカーの努力の例でございますが、素人でもわかりやすく言えば、３

番目の例えば電子化が非常に進んでいるというのはそうだなと。カーナビ等が増えており

ますし、そうするとハーネスというのでしょうか、電線が非常に増えてまいりますと、こ

れが熱を持ったときに被覆ビニルの耐熱性を向上させなければいけないということは非常

に最近進展が著しいということでございます。 

  しかし、これにしても、自動車自身が複雑な機械になっている過程で各部品の性能が上

がっていかないと、車両全体として耐久性能が落ちるということになりますので、そうし

た御努力の結果ではないかなと考えておりまして、部品メーカーからはそうしたことに対

する非常な努力についてはお話があったところでございます。 

  部品のモデルの、６番の御質問については、ここに記載いたしましたとおり、私どもと

いたしましては代表的なモデルでやらせていただきました。生産台数の多いモデルをとり

ました。全部品についてもこれから網羅的にやったらどうかということであれば、ちょっ

と私どもも考えていきたいと思いますが、今般の調査において網羅した部品の数で、私ど

もとしては有意な調査であったのではないかと思いますが、更なる改善についても考えて

まいります。 

○鈴木主査  私は不思議に思うのですが、例えばカーナビだとかそういうようなもので、

自動車の中の居住性がよくなってきた。それはそうですけれども、しかし、走行機能だと

かハンドルだとそういうものについても、現実にかつての時代よりもはるかに向上してい

るというのが実際に車を運転しているものの実感なのですよね。日本の普通のメーカーと

いうのはそういうことをやって品質改良に対して常に努力をしているものです。だが、な

ぜこの業界だけ、それも日本を代表する大メーカーである自動車業界が、いやそういう点

については何もやっていませんと同音異口で返事をなさるのか不思議で仕方がない。 
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  それは裏を返すと、臨調以来言われているけれども、自動車メーカーにとって車検は、

奥さんが買い替えをしましょうよと言い出す絶好のチャンスであるのが１つと、それから

タイヤとか何とかというのはみな消耗品ですね。消耗品ということはあるときに消耗して

取り替えてくれたらそれがよいに違いない。そういうところがあって、天下の大自動車メ

ーカーともあろうものがわざと品質改良をやっておられないのかというふうに言いたくな

ってしまう。 

  しかし、我々の実感ではそういう点は改良されていると思うし、それから、２年ほど前

の公開討論のときに私は申し上げたけれども、実際に整備工場の売上とかは減っているし、

整備費用も減っている。それは何かといったら品質が向上しているからということではな

いのか。なのに、全然やっていませんと返事をする。この返事をまともに受けられたので

すか。 

○金澤自動車交通局長  私も技術的なことの専門家ではないのですが、私がそうではない

かなと思っておりますのは、私は外国生活が長うございまして、外国でも車の整備をよく

出します。その時によく整備で交換する部品、ファンベルトであるとかラバー関係ですね、

それからブレーキ関係、これは磨耗することを前提につくらないと、主査に釈迦に説法で

申し訳ありません。ほかの国民の皆さんに申し上げたいのですが、ある程度交換する部品

は交換することで経済的に安くできるのです。もしブレーキパッドをうんと強度を上げま

すとブレーキドラムの方が痛みますから、ですから、ブレーキドラムも変えなきゃいけな

くなる。 

  ですから、そういった意味で、交換部品はある程度磨耗するということはおっしゃる努

力というよりも、企業の努力の欠落というよりも、そういうふうにして定期的に交換する

ことでメンテナンスを適切に行えるという面があるのだと、私はそのように思っておりま

す。ですから、そうした部分については一定期間が経ったらチェックをして磨耗していれ

ば交換するということが、これは機械のメンテナンスですから、必要なのだろうと。もち

ろん、メンテナンスフリーはだれも望むことですけれども、社会に悪をなす可能性のある

車両についてはそういうことではないかと私は受け止めております。 

○矢崎委員  よろしいですか。 

○鈴木主査  はい。どうぞ。 

○矢崎委員  ご提出の資料の中に、「自動車部品の耐久性能の推移」とありますでしょう。

ぱっと見ただけですけれども、そのパーツの素材については、私、10 年前 20 年前と比べ

大きな変化はないと思います。交換部品の素材について、例えば百年もつような銀に換え

たり金に換えたりといった画期的な変化はないと思われます。一方で一般部品に関しては、

最近、環境とか安全とかの観点から、先ほど局長がおっしゃったように、自動車メーカー

から部品メーカーに対して部品の性能向上の要求が来ています。それに対して１つの対応

の方法としてはシステム化ですとか、モジュール化ですとか、電子化とかがあります。部

品全部で性能や機能向上の要請に対応していかなければいけない時代なのです。従って、
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部品メーカーに対する調査票の聞き方が例えば耐久性向上の設問であれば、素材は銅のま

まですから、耐久性は変わらないとの回答になります。これが、部品全体的にはどうかと

聞かれれば、性能や機能向上によって耐久性を上げているという面もあります。私はそう

いう面の見方も必要ではないかなという感じがします。  

○内藤技術安全部整備課長  よろしいでしょうか。今の矢崎委員の御指摘、10 ページを是

非ご覧いただきたいと思うのですけれども、今、ご覧いただいた８ページは局長が申し上

げましたように定期的に交換することは経済的に引き合うということの部品でございまし

て、これは今御指摘いただいた素材面あるいは設計面において余り大きい変化はない。つ

まり耐久性は変わらないと、こういうことです。 

  主査もおっしゃったように、今、電子化が進んでいるというのは必ずしも快適性だけで

はございません。今のブレーキの安全基準を満足するためにはＡＢＳという電子部品が入

らなければいけません。あるいは衝突安全性を満足するためにはエアバッグを展開しなけ

ればいけない。これも電子部品です。そういった意味で電子部品が多用されるので、その

例を１つに挙げておりますが、交換部品以外の一般的な部品、これはある意味一生ものが

大半でございますが、それは今おっしゃられた、あるいは申し上げました、非常に全体と

しての性能を上げていくということで、モジュール化をするとかシステム化することによ

って非常に個々のパーツの性能を向上するということは求められています。 

  自動車メーカーさん非常に厳しい要求を部品メーカーさんにされているというふうに私

どもは聞いております。被覆線の話を先ほど局長が申し上げましたが、これをもう少し解

説をいたしますと、したがって、その電子部品が増えると回線数が倍になり３倍になりま

す。ところが他方で車は軽くしないと、燃費の関係とか何とかで重くした分だけ、増えた

分だけ重くするということができない。そうすると、線を細くしなければいけない。そう

すると、体制としてはどうなるかというと、細い線を使うと発熱量、これは物理の現象で

増えますので、その被覆線の耐熱性、ある意味で耐久性だと思うのですが、そういうもの

を向上しなくてはいけないと、こういった努力はやっておられます。 

  それを全く自動車メーカーあるいは部品メーカーがやっていないというふうに聞いてい

るところではございません。ただ、ここでお示ししたデータは前回、これは平成 10 年のア

クションワーキングのときからこういうやり方をやりますよということは再三申し上げて

いるのですが、交換部品についてはおっしゃられたとおり、素材・設計が変わっておりま

せんので、余り変わらない。その他の一般については大変いろいろ技術革新されてますが、

それはある意味、安全面、環境面あるいは快適性といった性能向上に向けられておって、

車の寿命そのものについて飛躍的に伸びるような技術はないというのは、自動車技術界の

見解でもありますし、私どもも部品メーカーさんからお話を聞いても同じようなことを言

ったように思います。 

○鈴木主査  それでは、次の問題、時間もせっておりますから、７番目の問題ですね。車

両の不具合は走行劣化による影響が約 70％と書いてありますが、77％ですね。という理解
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でよろしいですかという点と、我が国よりも車検期間の長いフランス・イタリアなどの走

行距離は日本に比べてどうなのか。右にありますけれども、日本は１万キロ、イギリスで

は１万７千キロ、これは 1.7 倍ですね。イギリスは３年だから、単純計算をしたとして、

３に 1.7 を掛ければ５年という数字が出てくる。それでいいのではないのかという問題に

ついてどうですかということ。それから、フランスは４年、ベルギーは４年、イタリアは

４年、今回、御省が計算されたのも３年車検を４年にするということで試算をされており

ますけれども、4 年の国についてのデータはない。3 年のドイツはある、4 年のフランスは

ない。これはどういうことなのか、我々には分からないということです。この点の関係を

御説明ください。 

○金澤自動車交通局長  はい。今の７、８、９についてお答えを申し上げます。私どもの

調査検討会の報告では走行劣化の割合が 77 というのはそのとおりでございます。したがっ

て、経年劣化よりも走行劣化の方が不具合の場合の割合は多いということであります。し

かし、走行劣化の場合に、少しここに書きましたけれども、３年から４年に延長した場合

の実は３年のときに整備をするということによって不具合が低減されるという効果を実際

の数字としては含んでしまうために、そこで少し経年劣化の方が低めになっているという

ことはあろうと思いますが、それでも、これを半々に戻すとかそういうことではなくて、

やはり基本的に不具合は走行劣化が中心であるということは、それはそうだと思います。 

  今の主査のお尋ねで、データはどうして他のはないんだということですが、これについ

ては、８にございましたように、交通安全のデータしか私ども実は今般平均走行距離につ

いては把握できてございません。不十分ではないかと言われれば私どもももう少しできな

いかなと言う反省もしておりますが、基本的にそういうことでは内閣府のデータではフラ

ンス・イタリアはなかったものですから、こういう数字を使ったものでございます。本当

に私ども、他のデータは持っておりません。 

○鈴木主査  では、集められるのですね。 

○金澤自動車交通局長  それについてはそれぞれの国がそうしたデータを取っているかど

うかを含めて調査をしてみないとわかりませんので、今の段階ですぐ集まるというふうに

申し上げることはできません。 

○鈴木主査  これは極めて重要な外国比較であって、実例ですよね。あなたの方のやられ

た走行劣化だとか経年劣化というのは推定計算ですよ。しかもその推定計算は極めて疑問

に満ちたものであるということは最初に提起させていただきましたけれども。それはそれ

として、これは実績ですから、いちばん分かりやすい。特に日本で３年なのに対してフラ

ンスでは４年になっている。その４年の国がどうであったかという事を調べていただけれ

ば、これはまさに一目瞭然でわかる。もちろん、その走行のマナーとかいろいろ違う点が

あるという議論がおありでしょうけれども、それはそれとして実際の実績の中で、差し引

きをすればわかりやすいことなのですよ。しかるに、同じ、今、御省が目指しておる４年

－２年－２年の国、それについて何も調べずにやってくるというのは、これはいかに何で
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も、作為とは申し上げたくないけれども、それに近いものがあるのではないか、どうして

そういう点に着眼されなかったのか、どういう調査をされておったのかという点について

非常に疑問を感じるのです。 

○金澤自動車交通局長  主査、それはですね、お言葉で残念でございますが、私どもとし

てはそうした作為は排除してやっておりますが、ヨーロッパについて。 

○鈴木主査  どうして気がつかなかったのかということです。 

○金澤自動車交通局長  私どもとしては走行劣化と経年化、不具合の数字そのものは一切、

作為はございませんから、その不具合の数字の、これは分析の中で、走行の要素が多いか、

あるいは経年の要素が多いかという１つの点でございます。その点についてはもちろん、

私どもとしてはヨーロッパの走行データについてはこういうデータですというふうに申し

上げたわけでありますので、今、主査が言われたように、ほかの国もどうしても調べるべ

きだということでは、その点については検討いたしますけれども、今般の総合的な判断を

するためにはこのデータでよかったのではないかと思っております。 

○鈴木主査  このデータでよいと思う、その感覚がおかしいと言っているのです。77％は

走行劣化だと言っておいて、３年の国では１万 7,000 キロ 、日本では１万キロだと。これ

は単純に 1.7 倍にしたら、さっき言ったように５年でよいわけですよね。それは３年と３

年の比較だけれども、３年を４年に持っていくとしたら、フランスではどうなっているの

かという事を考えて、そこでは何キロを走っているか。まして走行劣化の寄与率が 77％だ

という事であれば、一番納得の得やすいデータであるというふうに誰しも思うでしょう。 

○金澤自動車交通局長  走行における要因については、これに書いたとおり、走行の距離

と、それから走行の状況によります。 

○鈴木主査  それは分かりますよ。 

○金澤自動車交通局長  ですから、そうした意味では走行が長くなれば不具合が多いとい

うふうに単純に言えるものでもございませんので、その点について私どもは総合的な判断

で、不具合の発生を分析するためにはこのデータで、私どもとしては判断できるものとい

うふうに考えました。 

○鈴木主査  こちら側は実績ありですよ。御省のは要するに推計値であって、その推計値

も推計手法に重大な疑義があって、普通乗用車について、不具合率は御省の推計値の半分

以下ではないかというふうに我々は強い疑念を持っているというのは最初に申し上げた。

それに対して、こちら側だったら、フランスと日本が、例えば、フランスが４年でやって

いて、恐らくドイツ並みだとして、あるいはそれ以上でしょうね。１万 4,000 キロなら１

万 4,000 キロとしましょう。そうしたケースで、道路条件が違うのか、走行マナーが違う

のかという、その差し引き計算をすれば、あえて推計方法を用いなくても、誠にわかりや

すい話になってくるぐらいのことはお考えにならなかったのかということを申し上げてい

るだけです。 

○福井専門委員  よろしいですか。 
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○鈴木主査  どうぞ。 

○福井専門委員  関連してですが、結局、フランスもベルギーもイタリアも初回が４年で

すね。それから、アメリカだって、例えば、カリフォルニアも４年です。こういうふうに

初回４年でやっているところで、不具合が多く、事故が多くて問題だという報告は、寡聞

にして私も、会議関係者も聞いたことがないんですけれども、もし４年にすることがさほ

ど不具合や事故をたくさん発生させるものであれば、これらの国において一体どういう状

況なのかということを調べるのが先決だと思うわけです。いや、分からないというのでは、

一番大事なことを、主査も申し上げたようにまだお調べになってないと判断せざるを得な

いわけです。フランスとかベルギーとかイタリアでどうかということは、非常に単純な話

です。カリフォルニアでもいいのです。３年を超えて４年の車検までに走行している間、

その１年間でどれぐらい不具合があるのか、しかも車検によって発見されるはずであった

不具合によって事故や環境負荷が発生しているのかというデータを取ればいいわけです。

そういうデータがあるのかないのかもお調べになっていないし、調べようともされていな

い。本来、既にサンプルがあって、社会実験をやっている国があるのに、そこに目をつぶ

るというのは、こういう重大な意思決定、政策決定をされようというときに非常に具合が

悪いと判断せざるを得ません。 

○金澤自動車交通局長  主査、今の点につきましてはイタリアとフランスは私ども車検に

関して余り学ぶべき国ではないというふうに思っております。と申しますのは、もともと

車検制度がなかったわけですから、そこに後ほど御説明しようと思っていたのですが、先

ほど主査がお急がせになったものですから、私、細かく言わなかったのですが、それぞれ

の国の導入した経緯を前回御説明できなかったので、今般、３ページに、もう一度ご覧く

ださい。 

  各国の車検制度がどういうふうになっているかについての歴史的な経緯を申し上げまし

たが、フランスは 92 年に初めて導入しています。日本の場合には 1951 年です。英国、ド

イツ、スウェーデンなどもいずれも公害問題等が発生する 1960 年代・50 年代に開始をし

た国々でして、こうした国々にとってはＥＵの指令というのはむしろ時代遅れだったわけ

です。ですから、そこに合わせて、初めて例えばデンマークですとかポルトガルは導入し

ていますが、こうしたところは当然ＥＵ指令の最低規準で入ってきておりますし、フラン

スについてはＥＵ基準まで上げなければいけなかったのです。これは経緯に書いてあると

おりですよ。当初は５－３－３だったのが４－３－３、４－２－２になっているわけです。 

  しかし、ドイツは２－２－２であったものが３－２－２に日本並みです。英国は 10－１

－１だったものが７－３と短くなっています。それぞれの国が、それぞれ公害問題、安全

問題さまざま抱える中でこのような経緯を持って有効期間については変遷してきているこ

とですから、決して私ども、恣意的に数字をネグレクトしているところではなくて、これ

は内閣府の数字を使わせていただいたんですが、そこの数字はたまたまそうであったとい

うことでありますので、今、主査が言われたように、どうしてもこういう国についての走
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行の距離について調べろということならば、私どもとしてはこれから手掛かりをつけて調

べてまいりたいと思っておりますが、決して恣意的に作為しているというようなことはご

ざいませんから、それはここで明言させていただきます。 

○鈴木主査  しっかり調べて、それはそうであるという事を立証してください。 

○福井専門委員  念のため補足ですが、最近車検を導入したかどうかとか、ＥＵ指令に基

づいたかどうかということと、我々が先ほど来申し上げている御指摘の論点とは何の関係

もございません。なぜならば、フランスでは現に４年に車検をやっているわけです。とい

うことは、１年目、２年目、３年目、しかも先ほど来強調されて実際にお調べになられて

いない、車検によって不具合率が一旦クリアされるという問題についても、全くバイアス

のないデータが正確な形で得られるわけです。現に車検を４年でやっているということは

３年と４年の間でどれぐらい事故が起こったかについても実数で得られるはずなのです。

そこを調べることは、別に作為でやっていないかどうかなどという議論以前に、やはり非

常に重要なことです。そういうことを御指摘申し上げているのであって、フランスが最近

車検を導入したからそういうデータ自体も当てにならないということには全くならないの

で、やはり是非参照していただければと思います。 

○鈴木主査  その点については、御調査ください。極めて重要な社会実験であって、その

背景の差を、それはそれなりに適正に考慮すればよい問題ですから。 

○福井専門委員  もう一つだけ補足してよろしいですか。 

○鈴木主査  どうぞ。 

○福井専門委員  アメリカの場合、カリフォルニアの４年とか別の州で３年とか、いろい

ろありますので、特にサンプルで比較するのであれば、アメリカ国内の同じような国土の

環境で、同じような車が走っているところで、しかも初回車検の期間が違う州を比較する

ことをやれば、一層一目瞭然なわけでして、その辺りのアプローチもまだこれからだとい

うふうに認識しております。 

○久米技術安全部長  今の案については、やはり事故調査というのは非常に技術的に難し

い面があって、そんなに頻繁にやられているわけではありません。ですから、私どもの資

料の次のページにございますけれども、後ほど御説明いたしますけれども、例えば、フラ

ンスでしたら、その検査でもって事故がどう変わったか、それによる事故はどう変わった

というのはいろいろ当たりましたけれども、結局、車検前に 20％と、車検を導入したら６

～10％になったというような、これはうちで言うミクロ調査ですけれども、そういったも

のも出ているということで、そういったマクロ的にきっちりしたデータというのは基本的

に外国に存在するかどうかというところは非常に難しいと思います。 

○福井専門委員  それもどのような統計集ではどの程度までしかわからないとか、あるい

はここまではわかっているとか、基本的な資料について共有のものとした上で議論させて

いただけませんか。 

○金澤自動車交通局長  その点はそのとおりで、私どももちょっと時間の関係でここの点
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についてそこまで貴会議がされるというふうには思っておりませんでした。しかし、こう

したものがあればいいというのはそのとおりでございますから、私どもとしても一部の国

だけで勘案するなと言われるのであれば、そういうことだと思いますので、この点につい

てまた次回以降の検討のときに十分に勘案していきたいと思います。 

○鈴木主査  そういうふうにお願いします。 

○草刈委員  もう一つだけ、平均走行距離ですが、これも４年のところは全部回答なしに

なっていますが、すぐにできるのではないですか。 

○内藤技術安全部整備課長  いろんな走行距離も多分取れるだろうと思いますが、私ども

いろんなデータの公平性ということから公表資料を基本的に取ってきておりまして、これ

らの内閣府の統計、交通安全白書から引用させていただいておるわけです。そこに載って

いない。その原データがありましたので、原データについても聞いていますが、それはな

かったということで。 

○草刈委員  向こうのをもらえば良いのではないですか。そんな時代ですから。 

○内藤技術安全部整備課長  今、局長が御説明しましたように、いろんな視点で調査が行

われているので、その条件の公平性みたいなものを考えませんと。 

○草刈委員  やはり４年のところだけ何も回答がないというのは恣意的に見えますよ、こ

れは、どうしても。御省も損ですよ。 

○鈴木主査  それは恣意的だと申し上げたのだけれども、違うとおっしゃるから、それで

はフェアに作ってくださいと言っているのです。 

○内藤技術安全部整備課長  もう一点は繰り返しになりますけれども、私どもの回答の更

に以下の部分でございますが、例えば、ブレーキの能力である耐久性ですね、あるいはバ

ッテリーの耐久性、こういったものを議論するときには走行距離よりも例えばブレーキで

あれば制動回数であるとか、あるいは渋滞時において加速発進・停止を繰り返す、自由放

電を繰り返すといった方が臨界条件として厳しくなってまいりますので。 

○鈴木主査  特殊なケースはそうでしょう。しかし一般的に走行劣化が 77％だとおっしゃ

っているのだから、その走行劣化というのは走行距離で測るしかないのですから。だから、

この場合は、あの場合はという例外を取り上げて都合のよいところを使わないでください。

それはそれとして、次に移らせていただきます。 

  この車検延長に伴う車両要因、これはページの４枚目ですけれども、車両交通事故を試

算する際に、交通警察官による調査に比べて大きな差、10 倍の差があります。筑波地区に

おける交通事故総合センターにおける交通事故調査、前者をマクロといい、後者をミクロ

と言っているようですけれども、これを使っておられます。つまり、マクロ調査の方、交

通警察官の現地で実際に調べた人たちの数字に対して、車両要因に基づく交通事故は 10

倍以上高いというこの筑波地区のミクロ調査の数字を使っております。こうなったら、試

算では 600 何人ですか、613 人死傷者が増えると言っておられますけれども、もし交通警

官の方を使ったら、そんな数字にはならないと思いますが、10 分の１ならばば 60 人では
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ないかという事が疑問として当然だれしも浮かんでくる。どうしてこちら側の方をお使い

になったのですか。 

○金澤自動車交通局長  主査の御質問です。私ども交通事故の調査についてはモード別に

いろいろ体制が整われておりますが、基本的に鉄道あるいは航空に比べ自動車の場合には、

人のファクター、道路のファクター、そして車のファクターとそれぞれございますが、原

因究明に当たっての体制が必ずしも十分ではないということをずっと思ってまいりました。

ＮＴＳＢでしたか、アメリカの場合には専門の機関が調査とお金を掛けてやっております

が、私ども実は今御質問のマクロ調査とミクロ調査については、マクロというのは、これ

は恐らく委員の中にも御経験があるかと思いますが、道路で事故が起こりますと、まず警

察が呼ばれ、警察官が雨の中・雪の中でも測定して、こういうことだったというものでご

ざいますが、どうしてもここに記載しましたとおり、道路交通関係法規に明るい方々が多

いものですから、運転者にどういうミスがあったのか、どういうミスがあったのではない

かというふうに判定されることが多ございます。私どもそういう問題意識もありまして、1

0 年ほど前に筑波地区において、これは人・道・車の専門家のチームをつくって、ただち

に警察の通報によって出られる体制を取り、そこにおいて行っている調査というものを私

ども更に充実していかなければいけないというふうに思っておりますが、そういう問題意

識を持って、この調査を開始いたしました。 

  このチームはこの２番にございますとおり、非常に時間を掛けて詳細にチェックをして

おりますから、その事故に関する原因については、より私どもとしては高度なものになっ

ているというふうに考えておりますし、判断しております。ですから、私どもとしては事

故の発生原因を議論する際にはミクロの方のデータをまず求め、それで十分でないときに

マクロの調査で後ろを補うという形にさせていただこうと思っております。そういうふう

にしております。 

  しかし、ここにありますように、やはり詳細に時間を掛けてやるものですから、調査件

数が少のうございます。まだ筑波地区だけでございますし、今後、私どももっと有意なも

のにするためにも充実させる必要があるなというふうに強く考えておりますが、今、外国

ではどうかということでございます。先ほど申し上げなかったですが、今、ここに数字を

書いておりますものですから、ちょっと御説明をさせていただきますが、外国でも警察官

だけでは限界がある、見逃すということを考えております。 

  ちょっと卑近な例で、先般、三菱のトラックのクラッチハウジングの脱落事故、これは

リコールでございましたが、実は当初事件が起こったときは山口の県警は運転手の操作ミ

スということで処理をしておりました。その後の内部通報等で捜査が進捗する過程で初め

てリコールに該当する車両要因であるということが判明したということでございまして、

どうしても現場では専門家の目が行き届かない点がございますので、欧米諸国を見ますと、

先ほど主査の御議論もございましたが、米国においては 0.5 ～ 3.5 、ドイツにおいても 0.

9 ～ 2.3 、イギリスについてはもっと高いですし、フランスについては車検導入前までに
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は大変多かったのですが、車検導入後は６～10 ということで、私どものミクロ調査の比率

よりははるかに高い、同程度か、はるかに高い数字を車両による事故発生率というふうに

それぞれの行政機関が出しております。 

  こうしたことからしても、私どもとしてはマクロ調査の 0.13 というのはかなり見過ごし

があるのではないか。ミクロ調査の少なくとも人・道・車のそれぞれの専門家のチームが

深く解析した方のデータを信頼して分析に使っておると、こういうのが現状でございます。

○鈴木主査  それにしても違い過ぎますね。 

○林審議官  事務局ですので、発言は控えたいのですが、今日の議論のポイントはどこま

で公正とか中立的な調査分析が行われているかというのが一番の論点だと思います。そう

いう意味で今、局長が御説明されたこの諸外国のデータ、何も留保されずに御説明された

わけですが、我々が知る限りはイギリスとフランスは全く定義が違うはずですね。そうい

うような説明をされると非常に議論がかみ合わないというか、ますます会議側の不信感が

増すわけです。 

  これは恐らく平成９年にそちらがまとめられたものだと思います。ドイツは 95 年で、こ

れは整備不良が要因として関与した事故となっている。イギリスは第一原因の如何にかか

わらず当該車両に整備不良があった場合という定義になっている。あるいはフランスも事

故原因の有無にかかわらず、その車に整備不良があったかどうかと。だから、今申し上げ

たようなことを含めて、ちょっとやはり何が問題になっているかというと、調査分析評価

の公平さとか中立性が問題になっているのですから、そこは気を付けてやらないと、非常

にまずいことになるのではないかという気がします。以上です。 

○福井専門委員  よろしいですか。 

○鈴木主査  はい、どうぞ。 

○福井専門委員  私もまさに審議官と同趣旨のことを申し上げようと思っていたのが１つ

と、それから警察官の調査は刑事罰を加えるものなので、正確な原因が必ずしも把握でき

ないという御指摘がありましたが、果たしてそうでしょうか。警察官はもちろん刑事罰の

前提となる初動期捜査の重要な役割を担うわけですけれども、いわば責任のない人に刑事

罰を加えたら非常にまずいことになるわけですね。本当にその人個人の過失とか故意とか

があった場合にその人の刑事罰を要求するということが前提ですから、いわば車両にミス

がある、車両の原因で何らかの事故が起こったのか、その人の運転ミスで起こったのかに

ついて、警察官がいい加減なことをやる職業だとは私には到底思えないわけです。 

  これで 11 倍差があるわけです。しかも 11 倍の前提の警察官が、それほどにもいわば車

両事故の原因を非常に過少評価するような仕事をしているという想定もやはり非常に警察

官の職務内容からしても疑問があるということを御指摘申し上げておきたいと思います。 

○金澤自動車交通局長  今の点について、少し反論させていただきたいと思うんですが、

まず、林審議官のおっしゃったとおり、ちょっとデータの示し方が無愛想だったというの

はおっしゃるとおりだと思います。これは定義が違います。ですから、そういったことを
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勘案して、更にもし本当に国別事故発生率が違うのかどうかも含めて調査をするとすれば

こんなようなことではなくて調査すべきだと思いますが、今般、ここに引用させていただ

きましたのは、果たしてマクロとミクロとどちらが現実の姿に近いのかという議論の参考

に挙げただけでございます。 

  その観点から、これが私どもとしては１つの指標かなという例示ということですので、

そういう細かいことをいたしませんでしたが、そこはもし御指摘であればそういったこと

もちゃんと含めて、これを調べ直してもよろしいと思うのですが、２番目の警察官のこと

につきましては、実際に事故が起こったことを何に起因させるかということを警察官は現

場で必ず追うわけですね。したがって、何か理由がなければ衝突が起きないわけですから、

その理由をどうするかということにどうしても人間の過失の方に目が向きやすいというこ

とを申し上げたのであります。 

  ですから、その中でもおっしゃるとおり決して私はこの警察官が努力をしていないとい

うことではなくて、現場で雨や雪の中で非常に起こったときには１つの所轄のチームが何

箇所も数時間の間に回るわけです。そうすると、一層逸脱あるいはもちろん死亡事故とか

はもう少し時間を掛けてやりますけれども、百何十万人のけがの場合にすべて同じぐらい

の時間を掛けて行われないということから、どうしても不注意ないし道路交通関係法規の

事例が多いものですから、そういったことになりがちなのではないか。すなわちミクロと

マクロの差は何だということになれば、そういう面での見逃しが多少働いているのではな

いかと私どもとしては考えております。ですから、違う御意見があるのは十分承知の上で、

私どもとしてはマクロ調査を補完的に、ミクロ調査を主体的に使用させていただいている

という理由を申し上げたまでであります。 

○福井専門委員  ２点あります。１点は、では警察官の調査は、もちろん雑な点もあるか

もしれません。ミスもあるかもしれません。しかし、被疑者は刑事罰を被るわけです。刑

事被告人になるかもしれないような潜在的な加害者がいて、それから弁護士だって付いて

いる。車両要因が結構高かったのにそのことを見逃して刑事判決が下っているなどという

ことは、私にはなかなか想像しにくい。 

  もう一つ、マクロデータですけれども、このマクロデータの事故のうち４割がタイヤ不

良ですよね。その更に 52％が雪道で夏タイヤを着けていたとある。これは車検で防げるも

のではないわけですね。こういうものがベースにあって、これが車検を短くしてはいけな

い理由だというのは、かなり遠いものを理由に持ってこられていると言わざるを得ません。 

○鈴木主査  今の点も非常に重要な点で、警察官は人身主体と言うけれども、それでは当

人がたまりませんよ。一生懸命ブレーキ踏んだのにぶつかってしまった。眠ってはおりま

せんと、それなのに、警察官に「眠ったんだろう」と言われて、「はい眠りました」など

と言うほど今の人たちは甘くはありません。だから、こちら側にそういう偏見を加えるの

だったら、我々はミクロの方にもやはり一応の疑いを持ちます。悪い言葉を使いますが、

お手盛の資料ではございませんかと、こういう懸念を持ちますよ。御省が警察官の側にそ
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ういう偏見をお持ちになるならば、マクロに対しても、という事も言いたくなってしまう

ほど、10 倍の差ですからね。ということを申し上げておきます。とにかくここのところの

データの拾い方には基本的に大きな差がある。何のために車検をするか。繰り返し言って

いるように、こういう社会的影響を防ぐために車検をやるのでしょう。だから、そういう

社会的影響がなければ車検をやる必要はない話なのだから。だから、そういう非常に重要

なところで 10 倍の数字が違うものを使って、そして車検が大事だということをおっしゃっ

ておられるのは、これは説明として成り立ってはいないのではないかと、こういう疑問で

す。  次の問題で。 

○金澤自動車交通局長  ちょっと待ってください。せっかく、今、議論を収束させようと

思っていましたら主査にもう一度そういう点をいわれたので、もう一度反論させていただ

きます。皆さん、お聞きください。 

  交通事故で亡くった皆様がすべて、被害を受けている皆様のケースについてすべて交通

裁判所にいっているのではありません。ほとんどのケースは保険会社、これは任意だった

り、自賠もそうですが、保険会社の間で処理されているものが、件数としては多でありま

す。今、おっしゃられたとおり、裁判所まで行って、いや俺は絶対悪いことをしていない、

俺は不注意ではなかったんだ、車がいうことを聞いてくれなかったとおっしゃる方が多け

れば多いほど、私は真理が複合的要因の事故も真相究明ができるということから、実はこ

のミクロ調査を始めたのです。これは決して私どもの職員がやっているわけでもございま

せんし、関係省庁、警察とそれから私どもの方と協力してチームをつくり、警察からの通

報を受けてすぐに出動しているのですね。ですから、比較的客観的にどの要因が関与した

かを見やすいということで重視しておるということでございまして、これを充実させたい

ということは私ども 120 万の死傷者を０にできるかどうかは別にしても、少しでも減らし

ていきたいという強い気持ちを持って行政に取り組んでおりますから、主査が言われたよ

うに、決してそこについて原因究明をすべき捜査に偏見のあるデータあるいは恣意的なデ

ータを入れるなどということは考えてもいただきたくないと強く思っておりますので、私

どもとしては、このミクロ調査を重視して、警察官のデータだって私ども使いますよ。だ

けれども、ミクロ調査の方が、更に 10 年前から始めた調査ですけれども、科学的に念を入

れてコストを掛けてやっているから重視しているんです。その点を申し上げたかっただけ

なのです。 

○鈴木主査  ミクロ調査というものとマクロというものを混在させながら判断するという

ことなども考えているということをさっきおっしゃいましたね。そういうものをここの中

では配慮してはおられないでしょう。ミクロだけを取っておられるでしょう。そして、警

察官というものは人身に持っていきたがる、それでほとんどのものが保険会社が処理する

と、こういう前提に立っておられるけれども、それはそうでしょうかということを言って

おるわけです。 

○福井専門委員  よろしいですか。１つ今の論点で補足なのですが、昨日の３月 13 日の日
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経新聞の報道によりますと、このミクロ調査の 1.1 ％を算定した財団法人交通事故総合分

析センターの担当者からは、サンプルの取り方や目的などを考えると数字は実態を反映す

る性質のものでは全くないのに一人歩きしてしまっていることに釘を刺す。こういうコメ

ントがありますが、これについても事実関係について是非調査いただいて、本当にこうい

うコメントが成り立つような調査であれば、ミクロ調査について相当疑わしいということ

になります。担当者自身の言葉だとすると、日経新聞が誤報しているのでない限りかなり

重大な重みを持って受けとめざるを得ない発言だと思います。 

○内藤技術安全部整備課長  今の福井専門委員の御指摘でございますが、私ども昨日新聞

を読ませていただいて、事実関係について実際に取材を受けられた方にお話をお伺いして

おります。論点は多分２つあろうかと思いますが、まず１番目の、その 1.1 ％という数字

が何か一人歩きして好ましくないというニュアンスの書きぶりになっておりますが、分析

センターでは先ほど私どもの資料でも申し述べましたように、ミクロ調査そのものがそも

そも自動車の安全対策の検討する、その強化に向けての調査ということで、車検制度につ

いての調査、そういう判断をするための調査ではないということはおっしゃられた。それ

はそのとおりでございます。また、私どもの社会的影響試算でそういうものが使われてい

るということは前提としてお話を取材の際には聞いていないそうでございまして、その妥

当性について、これは好ましくないと言ったわけではないというのは事実でございます。

それからもう一点。 

○鈴木主査  言っていないのですね。 

○内藤技術安全部整備課長  はい。確認をしております。それからもう一点の２番目でご

ざいますが、この記事は。 

○福井専門委員  これも先ほど来論点になっていることですので結構です。もう議論はさ

っきからなされていると思いますので。 

○内藤技術安全部整備課長  はい。もう一点補足させていただきたいのですが、林審議官

がおっしゃられたイギリスの状況が違うというのはおっしゃるとおりがございまして、実

は私どもでもミクロ調査の第一原因でない場合の整備不良が確認された原因データという

のを持っております。これは私どもの報告書で公表しております。それで約 3.8 ％という

数字でございます。ただ、イギリスに関してはこういう数字しかないものですから、これ

を使わせていただいておりますし、私どもはある意味より厳しい算定、つまり影響として

は少なめに出る算定を出しておる。局長が先ほど議論をしましたように、ここはオーダー

の話でございます。オーダーとしてパーセントオーダーであるということを申し上げたか

ったわけでございます。以上です。 

○福井専門委員  今の点はごく簡単ですけれども、要するに、担当者御自身も、それから

今課長自身も、車検を延ばすべきかどうかということのためにやった調査ではないといみ

じくもおっしゃいました。だからこそ、夏タイヤの装着とかといったことが要因になって

いるわけで、こういう議論をするときの前提としてふさわしい理由かどうかについて疑問
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があるであればそれに過度に依拠する論法は避けていただくべきだと思います。 

○内藤技術安全部整備課長  その点もちょっと補足させていただきたいのですが、ミクロ

調査の中では今、福井委員がおっしゃったような夏タイヤの誤装着は入っておりません。

これは確認をしております。それはむしろ先ほど局長が申し上げました警察官がやはり運

転者とのインタビューであるとか、あるいは車両を見て、そういうふうにチェックしてい

るマクロ調査の方のデータでございます。ミクロ調査はこの部分は入っておりません。 

○鈴木主査  先に進めさせていただきます。11 番です。1995 年、10 年超の車両について

１年から２年に期間延長をしたが、一方、右の資料においては、車両要因に伴う事故件数

は 95 年以降横ばいとの報告があるが、これはどう評価しているのかという問題です。特に

下に書いてありますけれども、審議会答申で車齢 13 年目以降、重要部位の不具合が７～1

0％増加すると推定しているとある。ここのところは非常に目を引くわけですけれども、今

回は３年の新しい車を４年にするという、まだ新しい時期の車の問題です。それに対して

13 年も使った車について 1 年延ばすことによって不具合率が７～10％程度という。今回は

新車３年を４年にすると 10.6％、13 年ものを１年の延ばしたら７～10％。この数字の関係

は一体どういうことになるのだという疑問を持ちますので、説明いただきたいと思います。 

○金澤自動車交通局長  今回の私どもの数字の調査は主に初回の車検期間を延ばすべきか

どうかということを分析の方では中心にいたしました。貴会議からも、そういうのでどう

だという御質問がございましたし。ですから、ここに書き直したとおり、何故数字がどう

なんだということについては後ほど担当からもお答えさせますが、基本的には 11 年超につ

いては全車両について非常に保有台数が少ないですから、それで有意の数が少し小さくな

ることに加えまして、車両の走行が比較的短いということもございますので、事故の全体

に与える影響については、パーセント掛けるパーセントということになるものですから、

非常に小さくなって来て、全体の車の不具合に基づく事故の数字に有意に反映してきてい

ないというふうに考えております。 

○鈴木主査  よろしいですか。何か質問ありますか。 

○金澤自動車交通局長  少し補足をして下さい。 

○内藤技術安全部整備課長  データの７％・10％という話は当時の状況では 12 年を超えて

13 年になるときに毎年検査があるという状況でございましたので、そういう意味では不具

合率が是正されているということで、不具合率そのものは下がっておりました。御案内の

ように、あるいは今まで御説明しましたように、不具合の変化率そのものは、車齢が高く

なる、つまり年を取るにしたがって変化が少なくなってまいります。そういった意味にお

いて同様の分析をしたときに７％・10％という値になっておったということでございます。

これは期間が延びれば当然大きくなってくるものでございます。 

○鈴木主査  次に 12 の問題に行きます。車検延長に伴って不具合が増えた場合に整備不良

事故発生件数も増加すると試算しているけれども、実際の整備不良事故とその原因となっ

た不具合部分との関係を分析した上で、車検延長によってどの部位に不具合がどれだけ増
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えるか、それによって整備不良事故がどれだけ増えるのかを検討すべきではないか。 

  これに関連して、さっきから議論になっておりますミクロ調査というものによりますと、

この右の表にありますように、69％がタイヤの不良によるものであると書かれていますが、

御省にデータ提出をお願いいたしました自家用車の部位別の不具合率を見ますと、３年の

車検のときにはタイヤに相当するのは走行装置であって、これが 5.7 ％という非常に低い

割合を占めているわけです。これをどういうふうに整理するのかについて質問させていた

だきたいと思います。その前に、局長にお伺いしたいけれども、何故車検が必要かという

と、整備不良によって社会的影響、特に人身事故などが一番大きいものですけれども、が

あるからではないでしょうか。ですから、仮に整備不良があったとしても社会的影響が皆

無ならば、そもそも車検は必要ではないのではないか、こういうふうに私は理解するので

すが、これについていかがですか。 

○金澤自動車交通局長  まず２番目の問いの方が一般論だから、わかりやすい話しやすい

ポイントかなと思うのですが。 

○鈴木主査  今私が言ったのは、そもそも社会的影響がないのであったら、そうしたら仮

に整備不良があったとしてみても、車検をする必要はないでしょう、そう考えてよいです

かということを、論理として筋を聞いておるわけです。 

○金澤自動車交通局長  今回の検討の際に私どもが述べましたように、基本的に社会的影

響、死傷者などの増加とか渋滞の増加、そうしたことが重大なファクターであることはそ

のとおりであります。仮に０だったらどうだと今、主査が言われたものですから、ちょっ

と私、０なんてことがあるのかなとまず思いますけれども。 

○鈴木主査  私も０ということがあるとは言っておりません。 

○金澤自動車交通局長  完全にメンテナンスフリーの車両ができて、絶対にどんなにコン

ピュータも含めて誤作動がないということになれば、これは新幹線以上に安全なわけです

から、そういう意味からすれば信頼性は車に高まるでしょうが、新幹線でも、これはＪＲ

が自ら定期的に検審・検査を行っております。主査の御自身の工場でも恐らくどんな 100

 ％の製品率があっても恐らくチェックはされるのではないでしょうか。ですから、仮定の

言葉で申しにくいけれども、私はその場合、限りなく緩和派で行くにしても、完全にノー

チェックになるかどうかはなかなか申し上げることができないと思います。 

  それで、12・13 の方に戻ります。 

○鈴木主査  私が聞きたいのは、ミクロ調査ではタイヤ要因が 69％としているけれども、

さっきの私どもが頂いた資料では走行装置、つまりタイヤ不良は 5.7 ％、非常に低いわけ

ですね。ところが、10.6％の不具合率を算出したときには、社会的影響度の軽重を吟味せ

ずに、つまり突っ込みであらゆる部品、社会的影響を及ぼしやすいタイヤのようなものも、

それほど影響を及ぼすとは考えられないものも、突っ込みであらゆる不具合の積み上げを

して不具合率を計算している。その中で事故原因の太宗を占めるタイヤの不具合はわずか

５.７％であるに過ぎない。ここに問題があるわけですね。要するに、同列に置いている。
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そのような計算で不具合を積み重ねて 10.6％になるから社会的問題だという議論をして

いる。私が何も害を与えないのであったら車検は必要ないでしょうとなぜ聞きたかったの

かというと、そういう疑問が原点にあるからです。ほんのわずかの部分のものが 70％の影

響を持っているわけですね、タイヤが。計算した不具合率というのはそういう社会的影響

を及ぼすのに寄与するファクターの少ない不具合もあって、それがトータルで 10.6％にな

ったから、にわかに車検期間は延長できないと、こういうふうにおっしゃっておられると

したら、理屈の矛盾ではないかということを言いたいのです。 

○金澤自動車交通局長  今回、議論の前提としては申し上げなかったんですが、私どもこ

の車検の問題をあちこちで議論いたしますと、御会議のこともリファーされる方が大変多

いのですが、やはり国民が、先ほど冒頭私もう少し時間を掛けて申し上げたかったんです

が、今、車という環境安全面で社会に、今現段階ではまだそういう害を及ぼしているわけ

ですが、そういうものをどのように適切に国、社会と調和させていくかということの、私

は根幹的な、比喩の言葉で適切かどうかわかりませんが、人間ドックのようなものだと申

し上げましたね。それは確かにコストとそれから簡易性というものが当然重要なファクタ

ーになると思うんですね。ものすごいお金が掛かるのであったら人間ドック行きたくても

行かないでしょうし、しかし、人間ドックを受けることによってちゃんと自分の健康が確

認されれば皆さん行かれると思うんです。恐らく主査も行かれているでしょう。私も行っ

ています。そういう意味では車について、何もなかったらと主査が言われる議論に対して

の、お答えです。何もなかったらということについて私は直ちにわからないと申し上げた

のは、今、車検制度は車の不具合を見つけて、それによって車両要因の事故を０にすると

いうことだけのために機能しているのではないものですから、いきなりお答えがしにくか

った訳です。 

  先ほど申しましたように冒頭、主査に差し止められましたけれども、車検の意味を改め

て国民に訴えたいのは、そういう意義を持った制度であれば、むしろ主査の方、事務局で

すけれども、果たして車検期間の延長がどれぐらい国民の負担を減らすのかということに

ついて合わせて御議論いただいた方がいいのではないかと。私どもとしても事務局に対し

て、そういうデータを出さないのですかと申し上げたんですが、いつまでも何か検討され

ているようですが、有意なものが出てこないので、私どもとして試算したものがあって、

先ほど実はデータを入れていたんですが、時間の関係で省略申し上げましたが、私どもの

データでは生涯を取って見た場合、車検期間を当初３年を４年にした場合であっても、ほ

とんど整備費用が減らないという結果になりました。勿論、これは仮定を置いていますか

ら、議論のために私は事務局にも投げておりますから、事務局の方からまた御議論いただ

いて、今、主査の言われたことの反対側ですけれども、コストがないのにさまざまな社会

基盤の根っこになっている車検という制度をなくすのかという問題に対して是非事務局か

ら指示をしていただいて、有意な回答をいただければ私どもとしてはありがたいと思いま

す。 
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○鈴木主査  人間ドックの話は、それは人間ドックに入りますよ。入りますけれども、そ

れは強制されて入るものではありませんね。自分の任意で入る問題ですよ。車でもメンテ

ナンスは任意に自己の責任でやっている面もあるわけですね。自己確認といいますか、自

分で車を点検・整備するということですね。それから、例えばタイヤのような磨耗品は１

年に 2,000 キロぐらい乗る人と 10 万キロ乗る人とはまるっきり違うから、それはその都

度タイヤのトレッドが少なくなったら任意に換えているわけですね。そういう流れの中で

やっているわけです。だが、車検制度というのは国家がそれを強制しているということを

お忘れなく。 

○金澤自動車交通局長  それは当然のことながら、被害が出るからこそ、我々は安全を求

めて行政しているわけですから、主査が言われた被害が全くなくなったらどうかというこ

とになったら、それは車というものを調べなくても 100 ％、どんなことがあっても壊れな

いものであれば、逸脱しないものであるという議論をされるならば、それは何百年先のこ

となんじゃないでしょうかね。今の技術を議論してもしようがない。 

○鈴木主査  車検というものはそもそも。 

○金澤自動車交通局長  社会悪をなしているんですから、現段階では。 

○鈴木主査  それをチェックするためのもので。 

○金澤自動車交通局長  私ども被害者の声を毎日聞いているわけですから。そういったこ

とも踏まえて、車検はですね。車検だけで私ども安全行政をやっていません。車検はその

うちの１つなのです。私どものやっている安全については被害が起こった場合に、その痛

ましい被害者の方に対する救済も含めて、さまざまな措置を講じているところなんですね。

ですから、車両安全はもちろん大事です。 

  ですから、主査の方こそ、では車検期間を延長したら、どれぐらい国民がコストが助か

るのかという試算を何らかの前提を置いてでも結構ですから、お出しになったらいいじゃ

ないですか。どうして、それをお出しにならないのですか。いつまで経っても。 

○福井専門委員  ちょっと整理させてください。論点がずれていると思いますで、もう一

回整理しますが、主査が申し上げているのは、車検というのは要するに、何か公益目的が

あってやっているんですね、と言わば当然のことを確認申し上げているわけです。その公

益目的というのは、不具合な、あるいは整備不良の車が走ることによって人の命や環境を

損なうようなことがないようにするために設けられているはずだ、そういうお答えを期待

して申し上げたわけですね。要するに、車検制度の目的というのは、車検が事故を有意に

防げるかどうかということが一番ポイントです。有意に防いでいるのであれば、車検制度

はその期間でそういうやり方でやるのがいいし、その短い期間でも有意には必ずしも防げ

ていないというのであれば、もっと長くてもいいかもしれない。こういう話なわけです。 

 しかも、もう一つの論点は、車検が事故を防ぎ得ているのかどうかという直接の因果関係

です。そこが例えば先ほどのミクロ調査でも整備不良が交通事故の要因として関与したと

推測された台数について、それでは推測の根拠はということを私どもは全然承知していな
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い。だから、その推測が本当に直接の因果関係に基づくものなのかどうなのかということ

を検証し得ていないという疑問があるというのが１つ。 

  さらに、整備不良と言っても、それが車検で発見されなければ意味がないわけですね。

だから、車検によって発見され得た整備不良が、しかも直接に事故を防いでいるというこ

と。この２つが証明されていないと、車検制度は有意義であるとは言えない。 

  だから、そういう観点で車検制度の実証的な分析や検討をすることが大事ですね、とい

うことが、この議論の、あるいはここ１年間なさってこられた検討会の大前提だと思うの

です。そこについて、今も申し上げたように、推測の中身がわからないとか、あるいは今

提示申し上げたように、このミクロ調査では 69％はタイヤがすり減っていたからだと言い

ながら、今回別途をお出しになられた不具合率では３年でも 5.7 ％、５年でも 7.1 ％しか

タイヤ要因がない。これは随分矛盾に満ちていますけれども、この食い違いをどう説明さ

れるのでしょうか。それがここでの議論の趣旨です。その具体的な論点について是非御議

論いただきたいと思います。 

○鈴木主査  どうぞ。 

○黒川委員  この問題は今の論点を的確にしていただかないと、何らかの形で検査をたく

さんしたいというのはいろんな目的があって、それはそれで必要なことだろうと思います

けれども、車検ということの目的と考えると、一番大事なのは経年劣化とか走行距離とか、

それから不具合率ということと事故が起こること。事故が起こることというのはたくさん

長く乗っている人が起こりやすい確率になることは明らかで、その中で自動車の瑕疵から

起こってくる率というのはどういうもので、しかもその瑕疵が起こった車について不具合

があったのは、いつ車検を受けたのか、受けてから何年経っていて、どれぐらい経ってい

て、遅れていれば遅れているほど発見される確率が低くなってくるのかどうか、そのこと

がわかれば、つまり車検の価値とか、つまり３年でやること、５年でやること、それぞれ

やった後の、すぐ後のときに事故が起こっているのだったら何もならないわけですね。本

当は一番大事なことをわかるためにはデータはそういうものがほしいわけですよ。 今はそ

ういうことがないから、経年劣化とか走行距離とか不具合率とかということ、その不具合

に関してもいろんな調べ方があって、その中から類推をしてきていて、つまり車の本体の

事故、瑕疵から起こった事故がこれぐらいあるらしくて、それをすり合わせて何か斜めの

線が描けたと言っているだけなんですね。だからこれぐらいやっておいた方がいいですよ

と言うには余りにも不親切で、もう少し丁寧に、何と言うか、この制度があるということ

がこんなにみんなにプラスになっています、お金掛けてでも国民はやるべきでしょうと言

うための調査が必要ですよね。そのためには何をやらなければいけないかということが一

番なのですよ。 

  今まであるデータで何もわかりませんということを言っているわけですよ、私たちは。

それは、ある程度の傾向はわかります。それから一番経年劣化のことを考えれば、諸外国

に幾らでも例があるのだから、同じ日本の車が走っているんだから、だから、外国に調べ
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ることも幾つもできるわけだし、しかも４年という例もあるわけだし、それを調べて来て

並べるということは一番大切かもしれないですね。何らかの形で事故が起こってしまうこ

とと、検査をすることがどんなに効果があることかということをきっちりわかる体制をつ

くらなければいないわけですよ。 

  我々はどれが社会的に見て効率的なシステムであるべきかということを考えなければい

けないわけです。今、それを言われるのに、この３年が絶対必要であるよという説明され

ていることに納得できませんということを言っているだけなんですよ。十分な説明を受け

たともとても思えないです。データをいただいたけれども、この類推の中から、そのこと

を言うのはどうしてなのかということも僕にはわからなくて、どちらかと強く言われると

ころというのは、そういう車検の制度そのものの効果のことを言っているよりは、こうい

う環境の問題も起こってきたし、混雑の問題も起こってきたしという外側からどんどんど

んどん攻めていって、なんとなくあった方がいいですよということだけをたくさん思わさ

れている。たけど、本当に一番厳密な議論をしようとすると、その車検をやった結果、や

った後は明らかに何と言うか、事故率が下がって、すごく効果があって、発見されること

によってこういう問題が、つまり車検をやったからといって 100 ％発見されているかどう

かも分からないわけです。 

  それから、事故との関係も、そこに車検があれば本当に何と言うか事故が減らされるか

どうかということをどうやって類推したらいいかも分からないですよね。何となく増えて

いるのですから。調べる頻度を高めていったら、さっきの 11 年目のところからと、それ以

上になったら一定の率になりますということと言うのは、ひょっとすると、そのことを証

明するのかどうか。何かその点をきちっとうまく説明できるような体系になっていて、説

明ができているのだったらいいのですが、車検の効果そのもののことについての説明には

全部が類推になっているみたい。それで我々も類推する線を引かなければいけないし、そ

ちらも類推する線を引いているということですよね。 

○大橋専門委員  済みません。先ほどの効果に関する問題について少し、最後に言おうか

なと思っていたのですけれども、一般的に言って、車検の有効期間を延長するかどうかと

いうことを判断するための材料としては、今回いろいろおまとめになった不具合だとか、

あるいは不具合に伴う交通事故、どのぐらい出るかというマイナスの効果というものを計

算することが必要です。しかし、それと同時に重要なのは、その制度を改革する、つまり

有効期間を延ばすことに伴うプラスの効果というものも計算する必要があると、そして、

そのプラスとマイナスを相互比較して制度を改革する必要があるのかどうかということを

決めるべきだと思います。 

  その関連で申し上げれば、局長が有効期間を３年から４年に伴う直接的な効果というも

のだけを考えておるようですから、しかし、この車検というサービスが３年から４年に伴

う、特に伴ってある意味では価格が下がるということですよね。トータルで見れば価格が

下がるわけです。そういうことで、３年から４年ということで、今まで３年でやっていた
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ものが４年になるわけですから、それで、そういうことで直接的な効果のみならず、間接

的な効果というのも把握する必要があるというふうに思っております。 

  そして、その把握する責任というのはだれかというと、それは政策当局ですよ。そして、

それを示さなければ、示して政策を決定するということが責任アカンタビリティを負わさ

れている政策当局にあるわけです。 

  ちなみに、1995 年の車齢 11 年を超える規制緩和、規制改革において間接的な効果を含

めてどのぐらいの効果が上がったということは御案内のように最近発表された総務省の政

策評価の中で 57 億円という試算が出ています。場合によっては 110 何億円という試算も

出ていますから、そういうプラスの効果というのも是非出していただいて、我々の判断を

させていただきたいというふうに思っているわけです。 

○金澤自動車交通局長  今、何人かの委員からも御指摘が、大変重要な話をさっき主査が

最初用意されたものですから、恐らく皆さんもそういうようにお感じの事と思います。私

ども時間がなかったので細かなデータを今日出さなかったのですが、事務局の方はいつも

あちこちから聞かれているのにお答えになってなかったので、仮定計算をたくさん置いて、

３年を４年に延長したときに、大橋委員の言われたどれぐらいユーザーの負担が減るかと

いうことについて試算をいたしました。 

  それは先ほど４ページで、本当に時間が限られていたので御説明できなかったのですが、

大体車は一生涯平均 10.8 年間使われております。私どもの資料の４ページの下の方です。

その 10.8 年間の間に、これは主査も御同意いただいておりますとおり、国の検査を受ける

場合に車検がない年でも今現在点検整備は必要と法律上されております。点検整備は自主

的な判断でやっていただいていることになっているのですが、実際にその実施率が上がっ

ていないということは事実でありますが、基本的にそういう車検整備をするという前提を、

点検整備をちゃんとやるという前提を置いた上で、生涯整備費用が 69 万 1,000 円、現在

ございます。これを４年に延ばした場合、これはたまたまそういうふうになるのですが、

延ばしたことによって平均単価が増えるということもあってでしょうか、本当に横ばいと

いうことです。変わらないという結果が出ております。 

  それよりもむしろ、今、大橋委員が言われた車検の私ども自主的な判断によっていろい

ろなオプションをユーザーに与えるべきであるということで、ニューサービスを始めまし

た。またユーザー車検も開始いたしました。これは非常に車に明るい方でしたら時間をか

けて自分でメンテナンスをして、自分で車検を受けることもできるのです、今は。そうい

うサービスを自分で取る。御自分の判断でニューサービスを選ぶか、あるいはお任せ型の

従来型を選ぶか、あるいはユーザー車検をするかによってコストは大幅に違いまして、そ

のコスト変換の方が費用的にははるかに現在御使用になっている３年を４年にした負担よ

りも、変化よりも大きいんですね。これを今回私ども試算でお出しいたしました。 

  ですから、これに対して恐らく事務局側は御意見あろうと思いますから、そういう御意

見を大橋委員側と大いにやりたいと思いました。私はプレスを通じて国民の皆さんに訴え
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たいと思います。しかし、そこで是非、私、先ほど主査に言われて１ページ目を途中で止

めましたが、もう一度、私、車検について申し上げたいのは、皆様善意だったらこんなこ

とはだんだん解決するのですが、私ども車検の現場では不埒なケースを多々見るんです。

不正改造とかマフラー取り外し、そういった社会悪というのは、この人間が変わらない以

上、議長、変わらないじゃないでしょうか。車を不正改造して走ろうとする。また、そう

いう問題も車検というチェックという期間があるがために緩和できるという面があるわけ

ですから、そういうのは現実としてあるわけです。三菱のリコールだってあるじゃないで

すか。 

○鈴木主査  それが目標でと言われたら、それは何％ですか、その不正改造は。 

○金澤自動車交通局長  それも車検の制度の中できっちり見付けていくことが経済的に。

○鈴木主査  それは何％ですか、不正改良があるというのは。 

○金澤自動車交通局長  そういうケースも含めて車検という制度があるということの御説

明がしたかったわけです。ですから、不正改造にしても、これは私ども現場でもっていろ

いろあるケースは逐次やりますが、これは１行しか書いてないのですけれども、そういう

ものを含めてあるということについて御認識を是非いただきたい。それに対してのコスト

が。 

○福井専門委員  確信犯の改造車は、車検が終わったらもう一回元に戻すのも常識です。

だから、車検のときだけ間に合わせるという人に関しては、車検制度は何も貢献してない

ですね。 

  それからもう一つは御質問ですが、尋常ならざる直感に反する結論、ユーザー負担が増

えるという結論を出されているのですが、３年を４年に変えたら、３年目の検査をどうす

るのですか。 

○内藤技術安全部整備課長  その紙の今ごらんいただいている上段をごらんいただきたい

のですが、まず基本的にコスト構造というのは税金、保険及び点検整備料金というのが非

常に主要な割合である。これはお分かりいただきたいと思います。 

○福井専門委員  まず検査の頻度をお聞きしたいのですが、３年目にやるのですか、やら

ないのですか。 

○内藤技術安全部整備課長  今の御指摘は、ここの試算の前提を申し上げますと、３年目、

５年目、７年目、９年目となっているところが、４年目、６年目、８年目になっていくと

いうので比較をしております。 

○福井専門委員  車検のときに検査をするというふうに実際の検査の実施も変えるという

前提ですね。 

○内藤技術安全部整備課長  点検整備ですね。おっしゃるとおりです。 

○福井専門委員  なぜ、増えるんですか。増える理由のポイントがよく分からなかったの

です。 

○内藤技術安全部整備課長  点検整備の費用につきましては、これは世の中の実態調査を
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ベースに、今、マイカーでありますと１年ごとと２年ごと、こういう２つの単価、それも

車齢に応じた単価を帯びますが、これを用いて計算をしておりますが、その点検整備の内

訳を見ますと、例えば部品代であるとか、あるいは作業の時間に応じた工賃であるとかい

った部分と、それから１回車検をやるたびの機器の使用料であるとか、こういう固定費的

な期間に依存すると考えられる部分と期間に依存されないと考える部分がございます。 

  期間に依存すると考える、あるいは不具合に依存すると考える部分につきましては、試

算を基に増やしていくということでございます。ただ、ここは増える増えないということ

は、計算上は確かにこうなってまいりますし、世の中にいろいろあるので実感と合わない

というのであればそうでございますが、要は上の図でいいまして、公租公課であるとか保

険料、あるいは点検整備料というのは車検検査そのものと全くリンクをしておりますので、

やればお金が掛かるわけです。 

  車検期間を延ばせば単価が下がると大橋委員がおっしゃられましたけれども、これはち

ょっと誤解でございまして、これは延びていく。 

○福井専門委員  税金のことはだれも議論していません。点検整備費用のことです。協議

対象は。税金のことはここでの議論の前提ではないですよ。 

○内藤技術安全部整備課長  はい。 

○福井専門委員  点検整備料について言えば、３年が４年になり、５年が７年になるので

すか。 

○内藤技術安全部整備課長  ５年が６年になります。 

○福井専門委員  ５年が６年になる。ということは、要するに同じ費用がかかる前提にし

たって、先延ばしにすることによる期間による利益が発生しますね。それから更に言えば、

３年を４年に変えてもいいという結論がもし出たのであれば、それはまさに点検整備によ

って交換したり調整したりする必要性が減じたからそうなるわけです。そのこと自体、も

ちろん今いろいろ出されたデータに疑問があるからこうやって議論しているわけだけれど

も、もし延ばしてもいいという結論が得られたときには、そもそも不具合が少なくなった

から延ばすわけですから、それで全体の生涯的な費用がかえって上がるという推論は極め

て異常な結論だと思います。事務局から補足いただくことはありませんか。 

○田中室長  先ほど、この調査自体も局長は事前に私どもにお示しいただいたと仰られて

ますが、今日初めてこちらにいただきましたので、今後検討させていただきます。 

○黒川委員  もう一つだけ、今回、車検のことを考えるようになって、不公正だなと思っ

たことの１つが、草刈委員の車は３年経っても 5,000 キロしか走っていなかったというケ

ースですよ。日本人は大体１年間に１万キロ走りますというのが出ています。１万キロし

か走らない人が、だけどそれがシングルピークなのかよくわかりませんが、どういう分布

をしていて、どれぐらい低い。つまり局長の説明だと、すごく悪い人がいっぱいいて、そ

れからつまり走行距離が大きくなる、つまり走行劣化というか、劣化してくることから事

故が起きたり、車が傷む可能性が高まってくる。 
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  だけど、全然乗らなくて家に置いてある人も同じようにというか、そしてしかも安全に

乗っている。しょっちゅう乗っている人は自分でも整備に気を付けたり何かをするかもし

れないけれども、全然乗らない人についてというか、同じように強制的に制度の中に組み

込まれていってしまって、その組み込まれ方が３年のときと４年のときとで、どちらの方

が何と言うか不公平が大きくなったり小さくなったりするのだろうか。 

  善良な乗り方をしていて、あまり環境にも影響を与えてなくて、普通に乗っている人が

一般的だったりしたら、この３年というのはすごく重たくて４年になっても構わない。事

故が起こっている人はものすごくたくさん乗っている人で、４年目になると、つまりみん

なある程度走行劣化して、ある程度痛みやすいところになるのか、どこがピークになるの

かということを知ることができると、不公正とか、それから善良に乗っている人に重たい

負担になってきたり、何度も何度も整備の意識、コストをかけなければいけないというこ

とはなくなってくるのではないかと。それに対して、すごく乗っている人は常に意識して

もらって管理してもらわないと困るわけです。 

  だから、同じ乗り方なのに３年とか４年とか、それから２年置きという間隔というのが

どういう意味を持っているのかということも是非丁寧に見てみないと、今回ずっと説明が

どちらかというと、こういう問題も起こっている、こういう問題も起こっているからとい

うことで、ものを言わないごく普通の人たちのところをそのまま強制的に制度の中に放り

込んでいってしまって費用負担を課しているというふうに思えてしまう。そこの部分のと

ころをどうやってクリアにしてもらえれるかというのをもう一つのテーマにしていただけ

ませんか。 

○金澤自動車交通局長  今の黒川委員の御指摘も、私もそういうことができたらいいなと

いうことの１つだと思います。免許の方ではゴールド免許といって違反の非常に少ない方

については免許にゴールドのマークを入れていただいてやっておりますね。ああいう善意

でかつ非常にメンテナンスについても有意に時間とお金を掛けてきちんとやっていただい

ている方についても、そうでないかもしれない不正を犯す方と一緒の制度になるのについ

てどう考えるかということについて、私どももちょっと検討課題にさせていただいて、今

後そういう草刈委員のみならす実は私もそうなんですが、３年経っても 5,000 キロ、6,00

0 キロしか乗らないんですが、それでも私の場合にはたまたま職業柄がございますかもし

れませんが、３年ぐらいで実状チェックがあるのは仕方がないかなというふうにユーザー

として思います。それはそれぞれの方の評価であります。 

  先ほどの委員の御質問については、３年を４年に延ばしますと、平均整備費用が少し上

がるんです。不具合が少し増えますから。それも試算上入れておりますが、それももちろ

ん御議論してもいい。10 年以上経ったらもう横ばいにしておりますけれども、それまでの

間、少しずらすことによって増えるというのが数千円の差に出ておると思いますが。 

○福井専門委員  不具合が少なくなるから延ばせる、というのが政策判断の前提ですから、

前提が変わるはずです。 
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○金澤自動車交通局長  それは現在のデータしかないものだから、それでやりました。お

っしゃるとおり、もし我々が今回ですよ、延ばしてもいいというのなら、当然延ばしても

有意な不具合は余り増加しないという結論からなるわけですから、そこからスタートした

場合は数字について、多分変わるでしょう。しかし、私ども今回そういう結論になってい

ませんので。 

○福井専門委員  わかりますが、やはり前提を変えると結論は変わり得るということは押

さえておきたいと思います。 

○鈴木主査  それではいろいろと議論が錯綜しましたけれども、時間の関係もありますか

ら。ここのところの問題点というのは、我々が考えているのはなぜ車検をやるのかといっ

たら、社会の皆様に迷惑をかけてはいけないからやるのが基本でしょうということを踏ま

えた上で、そしてタイヤの磨耗がほとんどの事故の原因となっているのだと、70％ですけ

れども。ということだけれども、そのタイヤの磨耗というのは不具合の 5.7 ％しかないと。

それで不具合率というのは何かといったら 5.7 ％のタイヤ以外のものを積み上げて 10.

6％だという。10.6％不具合が上がるから、車検期間３年を４年にするわけにはいかないと

いう論理の良し悪しの問題である。 

  しかも、10.6％が、ではどこまで低くなったらよろしいのかということについて、何か

の基準があるのか。ここを議論したい。そこが非常に恣意的ではないか。例えば８トン以

下のトラックの期間を延長しましたね。あのときの不具合率のアップは何％だったのです

か。 

○金澤自動車交通局長  ちょっとそれは調べれば。 

○鈴木主査  私は７％とか、そこらへんの数字で聞いておりますが。そうしたら、その７％

ないし６％というものと 10％と、一体どこに差があるかといったら、これはお互いさま難

しい問題ですね。難しい問題だが、迷惑を掛けているのはタイヤです。不具合でそのタイ

ヤが占めているのは５％です。それで合計 10.6％では４年にできない根拠にどうしてなる

のかという議論なのです。それが議論が錯綜し、一体損するか得するかの議論をしている

けれども、御省の検討会の調査でも、７割の人が車検期間が短いと考えている。だれだっ

て車のフロントのシールに書いてあるのが２年で期限が来たりするのに、うれしがってい

る人はいませんよ。代車は借りなくてはいけない。その日は歩いて行かなくてはいけない。

あるいは仕事はできなくなる、そういう不便ということも考えて、車検期間というのはこ

んなにしっかりと走っているのだから何も強制的に短期間でやれと言わないでくれと思っ

ている。勿論、自分の体は大切だから、いつもメンテナンス、さっきの人間ドックには行

っているのだからというのが、これが善良な普通の人。でも悪い人もいるでしょう。それ

はさっき福井委員が言ったみたいに、御省でチェックした後で元に戻せばまた同じことで

あってね。余り混同した議論をしていただきたいということです。ここのところは非常に

重要なポイントです。次に 14 の車検延長を検討する上で云々の件、この問題も先ほど議論

しましたので、最後の交通渋滞の試算について、東京の例で試算しておられますけれども、
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これは非常に混んでおるところを使っているのではありませんか。首都高速のデータを使

っておりますけれども、特に混んでおるところという指摘をしているわけですけれども、

作為はないとおっしゃるんでしょうから、簡単におっしゃってください。 

○金澤自動車交通局長  14 はいいからとおっしゃいましたが、簡単に御説明させていただ

きたいと思います。車検については非常に精緻な制度を取っている国の１つにスウェーデ

ンがございまして、スウェーデンではメーカーの国別のデータまであります。その関係で

スウェーデンについて引用したのですが、３年・２年・２年でスウェーデンは今やってお

りますが、その３年目の不具合率、これは不合格率です。再検に、車検もう一度受けに来

なさいと言われた不合格率が最近増えているという傾向にございます。これは日本メーカ

ーの車だったので私ども関心を持ってこれを取ったのですが、このようにやはり車の使用

する状況によって異なりますから、スウェーデンの状況が即日本と同じだということを申

し上げてはいません。日本はこういう数字ではございませんから、ですけれども、日本車

についてこのように最近車検周期を異なる時期においてそれぞれ不合格率が高まっている

という数字がございました。 

  それからもう一つ、これも先ほどちょっと意見が出たのですが、こんなので簡単に結び

つけるなと言われそうですが、結果で見れば、１万台当りの交通事故の低い国は比較的車

検について厳しく実施している国であるということをちょっと申し上げさせていただきま

す。 

  渋滞の方です。15 番・16 番でございますが、これも私ども今現在渋滞に関するデータを

正確に出しているのは東京都しかないものですから、東京都で試算いたしました。それで

全国を推計できるのかということについては主査の御指摘のとおりと思いますので、これ

についても今後どのようにもっと精緻にできるかについては勉強してまいりたいと、検討

してまいりたいと、このように思っております。 

○福井専門委員  スウェーデンの再検率の御指摘がございましたが、再検率の前提は要す

るに発見されてよかったですねという話です。そこでまさに見つかったから、具合がよく

なってよかったですねという話ですから、これは周期とは関係ないということを申し上げ

ておきたいと思います。 

  先ほど、中ほどの議論にございましたように、アメリカのいろんな州とか、それからフ

ランスとかイタリアの例ですね。実際に４年まで走らせているところの実例をまず原点に

しませんか、ということを再度強調申し上げておきたい。それから、この議論は局長がま

だ着任前だったと思いますが、一昨年全く同様の議論をこの場でやっているのです。全く

同じ論点関するやり取りの議事録も克明に残っておりまして、私も、全く同じことをまた

繰り返して２年ぶりぐらいに申し上げているのです。やはりそのときの議論も踏まえて是

非やっていただければもうちょっと手戻りがなかったという気がいたします。 

○鈴木主査  それでは、はい、どうぞ。 

○大橋専門委員  一言だけ。先ほど課長が、私は仮に３年から４年にしたときに整備費用
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が下がると言ったのは誤解だというふうにおっしゃったので、やや私の説明が足りなかっ

たので説明しておきますが、つまり３年から４年に延長した場合に、その４年目に支払う

整備費用が３年のときと仮に同じだとします。そうなると、今まで３年で支払っていた３

万 5,000 円が４年間で払えばいいと、そういう意味で実質的に引き下げになるということ

を言いたかったのです。 

○鈴木主査  はい。どうぞ。 

○内藤技術安全部整備課長  大橋委員のおっしゃられたのは御指摘のとおりでございまし

て、それは全体的にでは生涯的にどうなるかということで最終的には比較すべきだと思い

ます。イベントイベントではなく。ということで平均車齢を持って比較をしておりまして、

それはタイミングの問題なんですが、結果的には同じになるということで、１回当たりの

単価はおっしゃるとおりでございます。 

  私あえて申し上げたのは、世の中一般では例えば車検のときに 10 万円かかるのが、２年

が３年になると３年で 10 万円でいいよと言うけれども、その大半は公租公課であったりす

るものですから、それは単純に２年で 10 万円が３年で 10 万円になりませんよという私ど

もよく説明をしておりますので、そこを済みません。私の理解が足りなかったと思います

が、そういう誤解であればそこは話し合いをしなくてはいけないと思います。ありがとう

ございました。 

○草刈委員  スウェーデンの話で質問があるのですが、こういうふうに何か日本車がだめ

と書いてありますが、だから日本でやる場合は日本車たくさん 90 何％乗っているからもっ

ときちっとやる必要があるんだというふうに持っていきたいのかもしれないけれども、こ

れは単に基準を厳しくしただけであって、ほかのメーカーはどうなのですか、フォードと

か他社とか、それらが両方あったらはじめて意味があると思います。どうもこういうもの

を出されて、何か自分の方に得がいいようなデータを出されるのは極めて恣意的だと、思

うのですが。 

○金澤自動車交通局長  草刈委員、私ども一応 14 に対して諸外国の不具合率はどうなって

いるか、調査しているのかと、こう言われたものですから、これをお出ししたものであり

まして。 

○草刈委員  スウェーデン１つで、日本車だけで、というのはどう考えても余り答えにな

っていないのではないか。 

○中田総務課長  ほかのデータも出ておりました。 

○内藤技術安全部整備課長  全車種平均は折れ線で書いておりまして、それに比べれば、

今、一般におっしゃったとおり日本車は非常にいい成績でございます。 

○草刈委員  スウェーデンにおける日本車と。 

○内藤技術安全部整備課長  スウェーデンにおける日本車とスウェーデンの検査当局が見

たすべての車種です。 

○草刈委員  時間がないから余り言いませんが、スウェーデンで本当に良いのか。 
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○鈴木主査  時間が大幅延長、超過しておりますので、当会議としての考え方を申し上げ

させていただきます。 

  一般ユーザーの意見を十分に反映するという観点からすると、中立性、バランスの確保

が必要ではないかというのが１つ。それから、調査分析をより精緻に行う必要があるので

はないかという点が２つ。透明性の観点から、検討過程におけるデータをより開示すべき

ではないかという、ここに書いてある考え方で、これを踏まえた検討が必要ではないかと

いうふうに考えております。 

  これらを総合いたしまして、今日の討論も踏まえまして、私どもは貴省の試算というの

は中立性、透明性、適正性に疑問があり、初めに結論ありきとの疑念を強く抱かざるを得

ないし、その疑念は今、この会議が終わっても解消されておりません。今後、それを解消

する議論は当然行うべきであると思いますが、現段階においては極めて遺憾だという事を

申し上げざるを得ません。 

  従いまして、今後の答申の作成に当たりましては、貴省とごく短期間の間に本日の議論

になった諸点を踏まえて審議・検討をした上で最終の結論を得たいと思っております。以

上が当会議としての考え方ですので、よろしく御協力いただきたいと思います。 

○金澤自動車交通局長  鈴木主査、たびたびヒアリングをさせていただきましてありがと

うございました。今、主査が言われたことについて申し述べさせていただきたいのですが、

決して私ども初めに結論ありきということでスタートしておりません。これまでの説明を

聞いても納得できないということであれば、私の不肖の致すところでありますが、少なく

とも審議の過程において数字が固まる過程で私どもとしてはこういうことではないかとい

う結論を導き出したものでございまして、先に審議の開始以前から、例えば今回の結論で

あるところの２輪については最初の定期点検も含めて緩和できるけれども、他の車種につ

いてはしないということを決めてスタートしてはいないということを、これはおわかりい

ただけるかと思いますが、申し上げておきたいと思いますし、内容については非常に恣意

的なデータの操作もあって遺憾だということについては、これまた私どもとしては御議論

をすべて私どもとしては受け止めて、今回委員からいただいた宿題、改善点についても私

どもとしてはそういった御指摘もっともだという点も多々ございます。ですから、私ども

としては今般行った調査が絶対無比のものあったというふうには考えてはおりませんが、

少なくとも私どもが考えている結論を出すためのデータとして現時点では有意なものであ

ったと私どもは判断しております。 

  ですから、ここにございますとおり、今後、鈴木主査の会議等の御指摘も踏まえ、閣議

決定をどのようにするかについては、内閣府事務方を通じて十分に協議をさせていただき

ながら、満足いく内容にさせていただきたいと思っております。私どもとしては御説明し

たような理由から車検制度というものの適切な運用、これを今後も図っていきたいと、こ

のように考えておりますので、よろしくまた御指導を引き続きお願いいたします。 

○鈴木主査  再反論はいたしません。私が申し上げたのが、当会議の本日の討論を踏まえ
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た結論というのか考えですので、そのようにしていただきたいと思います。 

○林審議官  今、局長が言われたのは、そちらの資料の最後のページの最後の２行を言わ

れたのですか。それともこれとはちょっと違うことを言われたのですか。 

○金澤自動車交通局長  このことを簡潔に申し上げたつもりですが。 

○林審議官  この基礎調査検討会の結論を尊重して速やかに所要の措置を講ずることとし

たいと、こう言われたわけですね。 

○金澤自動車交通局長  その点については私ども省幹部、各会見等において既にそのよう

に申し上げておりまして、本日の議論の経緯も勿論御説明いたしますけれども、今後の示

唆に富んだ御指摘をいただいたものというように私は考えました。私どもとしても改善す

る余地はあると思いますので、今後は私どもも真摯にそうした御指摘を取り入れて、国民

の納得のいくような形の審議をするように努めて参りたいということでございます。です

から、ここに書いてある結論を全部読むのではなくて、ポイントを申し上げたのでござい

ます。 

○林審議官  繰り返しになりますが、今回は二輪については延ばして、四輪については検

討会でやった結論どおりにしたいと、こう言われたわけですね。 

○金澤自動車交通局長  基礎調査検討会の結論を私どもとしては尊重したいということを

申し上げたわけです。 

○鈴木主査  私がさっき申し上げたのは、その点では、当会議は検討会の議論について納

得していないということです。しかも、その議論は一昨年の 12 月に非常に真摯な議論を貴

省の当時の担当者と私でやったわけです。その議論を踏まえて、我々は提言をしたわけで

す。その提言内容というのは「平成 16 年度中に車検期間の延長を判断するための調査を行

って、その結果に基づき速やかに所要の措置を講ずるべきである。なお、その際には国民

に対する説明責任を全うするために十分な透明性を確保するべきもちろんである」と、こ

ういう提言をしているわけです。 

  この提言に対して、これは閣議決定されておりますが、当会議としてはこの提言に従っ

た回答ではないと判断をすると、こういうことを申し上げておるわけです。 

○金澤自動車交通局長  私どもは本日の会議も含め、今、御指摘の点については十分な努

力をしてきたというふうに考えておりまして、この御説明についてまだ残余のものがあれ

ばまた一生懸命対応いたしますけれども、私どもとしては今、主査が読んでいただいた閣

議決定どおり推進してまいりましたし、今後ともそのように推進してまいりたいと考えて

おります。 

○鈴木主査  今日のお話で私どもの疑念あるいは疑問がすべてクリアされたとは毛頭思っ

ていないこと、むしろ問題点が余りにも多過ぎる結論ではなかったのかと、こういうこと

を申し上げて、したがって、この閣議決定の「速やかに所要の措置を講ずる」というもの

が仮に二輪車だけにとどまるものであるとするならば、現段階においては容認することは

できないから、ごく短期間の間に当会議ともう一度、さっきもいろいろ出て来た問題点に
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ついて詰めて結論を得るべきだと、こういうことを言っているのであって、白紙で貴省の

検討会にお任せするわけにはいかないということを申し上げたのです。 

○金澤自動車交通局長  更に閣議決定まで時間がございますから、調整するべきだという

御指摘については私ども受け止めて調整させていただきたいと思います。 

○草刈委員  閣議決定云々の問題もさることながら、要するに議論として我々としては全

く納得ができませんと。それから、この基礎調査検討会の結論というのも公正その他から

考えて、そうですかというものではないという判断をしていますから、要するに、多少の

時間を取って、もっと継続的に審議をしていきたいと、それによってもっといろいろデー

タ交換をしながら、我々の言っていることをもう少し主張をしながら議論したいと、こう

いうことを言っているんですよ。 

○金澤自動車交通局長  これまでも私どもとしては国民に無用な負担を掛けないという観

点から御規制改革会議の前身の時代から適切な見直し、これは主査も御存じのとおり車検

だけではございませんが、さまざまな分野についてそれぞれ議論を積み重ねた上で逐次実

施をしてきております。その観点から、今後の検討はしないのかと言われれば、今後も引

き続きそのような姿勢で検討を常に図ってまいります。今、主査が言われたのは、今回の

取りまとめ閣議決定についてのことでありますので、私どもとしては今ここに結論で書き

ましたように二輪についての緩和を実施するということでやってまいりたい。その他の御

指摘についてはできる限りの御説明をした上で、採り入れられるものなら今後の検討の際

には十分に活用してまいりたい、改善してまいりたいと、このように申し上げたわけであ

ります。 

○鈴木主査  私が言っているのは、今後とも考えるのは当然の事だということです。１つ

の制度について見直しをするというのはいついかなるときにおいてもやるのは当たり前の

ことなのです。ですけれども、この今回の結論的なものというのか、検討会における結論

的なものに対して、我々は昨年の閣議決定、一昨年の提言に対して、それを尊重したもの

ではないという判断から、更に御省と詰めて結論を得たいと、こういうことを申し上げて

いるのです。 

○金澤自動車交通局長  同じことになりますので、私どもとしては今日説明した線で御理

解いただきたいと考えております。 

○林審議官  ちょっとよろしいですか。 

○鈴木主査  どうぞ。 

○林審議官  多分、今日の議論のポイントなどは諸外国の例との比較とか、あるいは会議

側から配った走行劣化、経年劣化の検証のこの紙、あるいは不具合率と事故率の回帰モデ

ルの検証、ここら辺りが恐らく論理的には一番ポイントだと思います。だから、そこにつ

いて少なくとも会議側として答えをもらわないと困るということを鈴木さんは言っておら

れると思うのですが。 

○金澤自動車交通局長  できる限りの努力はいたします。具体的に今日の会議の議論を踏
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まえて、この点を更にこういうデータについてこうしてくれということについてはできる

限り努力をいたします。しかし、時間的には今月の末には政府として結論を得るわけです

から、その時間的制約の範囲内でできる限りの努力をさせていただくということをお伝え

申し上げます。 

○福井専門委員  検討いただくのはいいのですが、これは既に論点としては２年近く前か

ら明らかになっていることであり、本日現在まだ全くお調べなられていない点が多々ある

ということが判明したわけでもあります。閣議決定で決めたことはまさに透明性を持って

きちんと当会議の指摘を踏まえて調査研究を進めていただいて、共通の土俵の上で政策判

断をしましょうというお約束だったわけですが、本日のお話を伺って、そういう前提が整

っていないことがわかったというのが一致した結論だと思います。そういうことで、これ

について、二輪車だけ延ばして四輪は延ばさないという結論を正当化することができる信

頼に値するデータや調査結果は得られなかったというのが私どもの見解でございますので、

それを踏まえて今後調整をしていただく必要があると思います。 

○金澤自動車交通局長  福井委員、データについては私どもできる限りの努力を、私の前

任も含めてやってきたと思います。御指摘の点についてはできるものについては出したと

いうふうに私ども考えておりますが、ないものはない、できないものはできないのですか

ら、そういう意味ではこの点についてはまだ現段階で各国も整備されていないデータをな

いかと言われた点も多々あるということを私の方から申し上げたいと思いますし、私ども

が意図的にネグレククトしたものは私の知る範囲ではないと。前任者についてもそうでは

ないという。 

○福井専門委員  有無も含めて、まだ明らかになっていないデータもまだ多々あったわけ

ですから、それは大至急調べられることは調べて、存在するものについてはできるだけ建

設的に取り入れる。そこは一致できたと思っているんですけれども、よろしいですか。 

○金澤自動車交通局長  福井委員、２年間かけてやってきた、１年半かけて審議の過程で

いちいち努力してきたことについて今の段階でなお出来るものはどの程度あるか私は自信

はありませんが、勿論、こういうところにあるじゃないかとか、こういうふうにして見ろ

という御指摘についてはできる限りそのようにしてまいりますし、もし早い段階で、これ

は十分出ないという御指摘があれば、我々は時間的にゆとりのある段階ではもっとおっし

ゃる満足ができる努力をしてお見せできたと思いますが、私どもは前任者も含め最大の努

力をしてきたというふうに考えております。 

○鈴木主査  そういうことを何度もお言いになりますけれども、私に説明があったのは今

年の確か 1 月の時点に初めてですよ。資料を持って御説明なさったのは。それまでは、今、

検討しているのです、閣議決定を最大限尊重するように努力をいたします。その一点張り。

誠意を持ってやりますとも。この誠意とは何だったかということに対して１つの深い感慨

はありますけれども。それについて説明がまだできませんを繰り返されたのは去年であっ

て、今年の 1 月になったらようやく説明できますといって、この結論を持って来られたの
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ですよ。そのことを聞いてもらったらと言ったけれども、何度も聞いたけれども、言わな

かったのはそちらですよ。 

○金澤自動車交通局長  お言葉ですけれども、いついつどの時点で、どのデータに関する

どういう説明をしてほしいということを私ども具体的に、サボタージュしたことはござい

ません。すべて対応してまいりました。ただ、結論をどうするかということについてはお

っしゃってなくて、私は主査御自身にも昨年何度か申し上げましたが、委員会の結論が出

てから、私どもの結論を決めますということは申し上げました。それはそのとおりにして

いるわけです。ただ、審議過程について個別の、今日出たような細かな御質問も含めて、

そうした御示唆があれば私どもは十分対応できたはずだというように申し上げたわけでご

ざいます。 

  というのは、福井委員はそういうことをしてこなかったのではないかという御指摘をし

たかのように聞こえたものだから、私どもはできる限りの努力をいたしましたと申し上げ

たわけでありまして、主査個人に対しても、こういう点についてはどうだということであ

れば、私どもできる限りしてきたと思っております。ただ、検討会の結論が出る前に私ど

もの結論をいうわけにはいかないから、結論としては主査がおっしゃったようなことを私、

昨年申し上げましたけれども、それは１月の第５回目でしたか、検討会の結論が出た段階

で主査のところに早速お持ちして、このような結論になるであろうということを含めて御

説明したと思っております。 

  ですから、主査に対して、私どもは説明責任を果たしたというふうに考えておりますが、

本日の御指摘の足らない面については今後やります。 

○鈴木主査  検討の過程の中で、何をどうこうしておりますというようなお話を聞いても。

しかも今言ったように非常にたくさんの不十分な点、あるいは矛盾点を抱えている説明で

すからね。それについての議論だったらやってもよかったと、例えば不具合についてのど

この部位なのか、警察のデータはどうのこうのだとか、そんなことをおっしゃっていると

したら、当会議に対してそれは言うべきことではなくて、私どもはそういう検討の細かい

ところのいちいち指図をしているわけではない。その検討会に入っているわけでもない。

だから、それに対して、なぜ、聞いてくれなかったと言われても、それは筋違いでしょう。

だから、それを私らがブレームされる筋合いはない。問題は結論の問題だと思うのです。

その結論というのはあらかじめあったのではないかという事を私は強く感じざるを得ない

ということを申し上げているのです。 

 

○金澤自動車交通局長  どういう御趣旨でおっしゃっているのかわかりませんが、私ども

としては検討会を設けて、そこの検討に判断を委ねているわけですから、そんなプレジュ

ディスを持った結論を抱えてスタートすることはあり得ないし、今後もそんなことは私ど

もとしてする気はありません。それは検討会に対して不見識だと思います。もしそういう

ふうに予め結論を持って審議を開始するとすればですね。ですから、その点については私
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ども重ねて否定を申し上げたい。主査がそこまでおっしゃるのなら、私どもとしてはそん

なことはありませんと国民の前で申し上げます。 

○鈴木主査  繰り返しになるからやめておきますが、私はそうは思っておりませんという

事を申し上げて、今日は会議を終わりたいと思います。いずれにしても、なるべく早い時

期に、今私が申し上げた点についての話を伺わさせていただいて、当方としては、答申に

関して結論を得たいと思っております。 

○金澤自動車交通局長  できる限り、議長おっしゃった点について私どもとしても最善の

努力をいたします。 

○鈴木主査  それではよろしいですか。どうも今日は長い間、しかも時間を１時間不手際

で、不手際というよりも内容が余りにもたくさんあったのでオーバーしてしまいまして、

申し訳ありませんでした。以上をもちまして、運輸ワーキンググループを閉会といたした

いと思います。どうも今日は御苦労様でございました。 

 

以 上 

 


